
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
．
・
第
二
号
）

一
〇
〇
　
（
二
五
二
）

〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
一
二
一

田糸

見

英

第
一
部

第
二
部

　
－

二三四五
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
　
　
諸
研
究
の
概
観
と
課
題
の
設
定

　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
　
　
そ
の
形
成
史
と
経
済
学
的
意
義

マ
ル
ク
ス
の
学
的
思
惟
の
発
端
と
へ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
」

ｏ
　
『
法
哲
学
』
批
判
の
一
環
と
し
て
の
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
二

臼
　
『
法
哲
学
」
批
判
の
二
重
の
意
味

『
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」

ｏ
　
「
法
哲
学
』
に
お
け
る
「
国
家
」
の
体
系
的
地
位

↑
　
へ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
体
系
構
成
の
批
判

臼
　
へ
ー
ゲ
ル
の
諭
理
構
追
の
批
判

的
　
国
家
と
市
民
杜
会
の
分
裂

　
　
　
　
　
　
く
現
実
的
理
念
Ｖ
の
立
場
と
く
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
Ｖ
の
主
張

『
独
　
仏
　
年
　
誌
」

「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ル
ヘ
の
詐
注
」

「
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』

（
前
号
）

（
以
上
本
号
、
以
下
続
稿
）



第
二
部
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念

そ
の
形
成
史
と
経
済
学
的
意
義

　
　
　
　
　
　
一
　
マ
ル
ク
ス
の
学
的
思
惟
の
発
端
と
へ
－
ゲ
ル
「
法
哲
学
』

　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
　
　
『
法
哲
学
」
批
判
の
一
環
と
し
て
の
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
」

　
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
」
　
　
そ
の
核
心
と
し
て
の
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
〉
の
概
念
を
内
容
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
、

わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
こ
の
手
稿
を
執
筆
し
た
か
、
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
手
が
か
り
に
な
る
も
の
と
し
て
、
『
手
稿
』
の
「
序
文
」
く
◎
口
＆
¢
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
「
私
は
す
で
に
「
独
仏
年
誌
』
に
お
い
て
、
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
、
法
学
お
よ
び
国
家
学
の
批
判
に
と
り

か
か
る
こ
と
を
予
告
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
が
印
刷
に
ま
わ
す
た
め
に
仕
上
げ
を
す
る
段
に
な
っ
て
、
思
弁
に
だ
け
む
け
ら
れ
た
批

判
と
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
そ
の
も
の
の
批
判
と
を
い
っ
し
よ
く
た
に
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
適
当
で
あ
っ
て
、
諭
旨
の
展
開
を
妨
げ

理
解
を
困
難
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
う
え
、
と
り
あ
つ
か
う
べ
き
対
象
が
豊
富
で
多
様
で
あ
る
た

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

め
に
、
こ
れ
を
一
冊
の
本
に
圧
縮
す
る
に
は
も
っ
ぱ
ら
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
な
ら
べ
る
や
り
方
を
と
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

し
ま
た
そ
う
な
る
と
、
そ
う
し
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
叙
述
は
、
恋
意
的
に
体
系
化
し
た
と
い
う
外
見
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
私
は
、
別
六
の
独
立
し
た
バ
ソ
フ
レ
ッ
ト
で
、
法
、
道
徳
、
政
治
な
ど
の
批
判
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
お
こ
な
い
、
そ
し
て

し
め
く
く
り
と
し
て
、
特
別
の
著
作
の
な
か
で
、
ふ
た
た
び
全
体
の
連
閑
、
個
く
の
部
分
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

そ
Ｏ
駁
後
で
、
こ
の
間
題
の
思
弁
的
な
と
り
扱
い
に
た
い
す
る
批
判
を
お
こ
な
う
よ
う
に
こ
こ
ろ
み
る
つ
も
り
で
あ
る
、
み
ら
れ
る

　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
つ
一
　
（
二
五
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
二
五
四
）
　
、

よ
う
に
こ
の
本
で
は
、
国
家
、
法
、
道
徳
、
市
民
生
活
な
ど
と
国
民
経
済
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
民
経
済
学
自
身
が
公
然
と

こ
れ
ら
の
対
象
に
ふ
れ
て
い
る
の
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
程
度
に
し
か
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
右
に
の
べ
た
理
由

　
（
１
）

に
よ
る
」
。

　
右
の
冒
頭
茎
言
を
ふ
く
む
「
序
文
」
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
マ
ル
ク
ス
ｍ
エ
ソ
ゲ
ル
ス
皿
レ
ー
ニ
ソ
研
究
所
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
　
『
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

哲
手
稿
』
の
大
部
分
を
書
き
お
え
た
の
ち
、
そ
の
一
部
を
小
冊
子
に
編
む
意
図
を
も
っ
て
一
八
四
四
年
八
月
ご
ろ
に
書
か
れ
た
も
の

の
よ
う
で
あ
る
が
、
右
の
こ
と
ば
は
、
　
『
手
稿
』
執
筆
当
時
の
マ
ル
ク
ス
の
学
問
的
意
図
を
解
明
す
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
も
の
で

あ
る
・
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時
マ
ル
ク
ス
は
、
　
『
独
仏

年
誌
』
（
一
八
四
四
年
二
月
発
行
）
に
寄
稿
し
た
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
』
Ｎ
膏
穴
、
三
斤
ｑ
、
、
｝
。
・
ｑ
。
一
。
。
。
プ
、
。
宛
。
。
罧
。
。
冨
－
。
．

。
。
Ｏ
り
巨
０
．
里
己
Ｏ
ぎ
畠
．
（
一
八
四
三
年
末
－
四
四
年
一
月
執
筆
）
を
文
字
ど
お
り
の
「
序
説
」
と
し
て
、
国
家
、
法
、
道
徳
な
ど
へ
ー
ゲ

ル
『
法
哲
学
』
の
全
分
野
に
わ
た
る
体
恥
断
か
め
朴
を
志
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ン
、
し
て
「
国
民
経
済
学
」
の
批
判
は
、
当
時
の
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

ル
ク
ス
に
お
い
て
は
、
へ
－
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の
体
系
的
批
判
の
一
環
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
手
稿
』
研
究
に
お
い
て
は
、
、
１
、
の
多
く
が
〈
疎

外
さ
れ
た
労
働
〉
の
思
想
に
焦
点
を
お
き
つ
つ
、
こ
の
思
想
内
容
の
解
明
を
、
一
方
で
は
古
典
経
済
学
の
「
労
働
」
把
握
の
批
判
的

継
承
と
し
て
、
他
方
で
は
へ
ー
ゲ
ル
の
疎
外
論
、
と
り
わ
け
『
精
神
槻
象
学
』
に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
の
諭
双
と
の
閑
連
に
お
い
て
研

究
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
　
『
千
稿
』
ン
、
の
も
の
を
と
り
あ
げ
た
ば
あ
い
、
ン
、
れ
が
主
と
し
て
古
典
経

済
学
の
批
判
で
あ
り
、
ま
た
へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
塊
象
学
』
の
批
判
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
以
上
、
右
に
の
べ
た
視
角
が
正
当
な
も
の

で
あ
り
、
こ
の
角
度
か
ら
の
研
究
が
不
町
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
だ
が
そ
の
さ
い
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
こ
の
両



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

者
　
　
　
「
国
民
経
済
学
一
と
へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
　
　
の
批
判
が
、
へ
－
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の
体
系
的
な
批
判
と
い
う
間
趣

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
没
却
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
意
味
で
、

〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
〉
の
概
念
内
容
と
ン
、
の
意
義
を
確
定
し
え
ん
が
た
め
に
は
、
マ
ル
ク
ス
白
身
の
意
図
に
し
た
が
っ
て
、
一
八
四

三
年
以
来
の
か
れ
の
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
の
展
開
の
一
環
、
な
い
し
は
ン
、
の
一
つ
の
成
果
と
し
て
『
手
稿
「
一
を
位
置
づ
け
、
研
究

す
る
必
要
が
あ
る
七
思
わ
れ
る
。

（
１
）
　
室
彗
之
｝
品
ｏ
互
○
霧
２
昌
式
目
。
・
ｏ
ｑ
き
９
ｏ
富
ざ
＞
９
邑
…
胴
一
史
一
．
○
。
．
Ｈ
８
ド
（
以
下
、
室
向
○
戸
Ｈ
＼
ｏ
ｏ
・
と
略
記
す
る
）
。
。
・
ｏ
．
ｏ
。
・
邦
訳
、
大
月

　
書
店
□
マ
ル
ク
ス
・
エ
ソ
ゲ
ル
ス
選
集
』
補
巻
四
、
二
二
七
－
八
頁
。
　
　
傍
点
は
マ
ル
ク
ス
の
も
の
。
以
下
の
引
用
文
中
の
傍
点
も
、
と
く
に

　
こ
と
わ
ら
た
い
か
ぎ
り
は
原
茶
者
の
も
の
で
お
る
。
な
お
訳
文
は
、
以
下
に
お
い
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
邦
訳
書
の
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
な
い

　
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

（
２
）
　
こ
の
「
序
文
」
執
筆
の
時
期
と
動
機
に
っ
い
て
、
モ
ス
ク
ワ
の
マ
ル
ク
ス
ｍ
エ
ソ
ゲ
ル
ス
皿
レ
ー
ニ
ソ
研
究
所
の
編
集
に
な
る
「
マ
ル
ク
ス

　
年
譜
一
内
＞
勾
■
室
＞
カ
×
．
Ｏ
マ
；
亭
。
。
ｏ
，
鶉
■
｝
ｏ
豪
一
目
ヨ
冒
ｏ
巳
ま
雪
・
旨
畠
一
く
書
Ｈ
８
卜
（
岡
崎
．
渡
辺
氏
訳
、
青
木
書
店
）
に
は
、
っ
ぎ

　
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
「
一
八
四
四
年
八
月
下
句
（
二
八
日
頃
よ
り
前
）
。
マ
ル
ク
ス
、
白
分
を
批
判
し
て
い
る
諭
文
「
一
八
四
二
年
」

　
の
載
っ
た
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
の
「
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
リ
テ
ラ
ト
ゥ
ー
ル
ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ソ
グ
』
紙
第
八
号
を
受
け
／
と
り
、
バ
ウ
ア
ー
批
判
を
決

　
恵
し
、
白
分
の
経
済
学
と
哲
学
と
の
手
稿
の
一
部
分
（
た
ぶ
ん
、
労
貨
、
資
本
、
地
代
、
労
働
の
疎
外
に
か
ん
す
る
手
稿
）
と
へ
ー
ゲ
ル
介
証
法

　
と
の
対
決
を
小
冊
子
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
ま
ず
序
文
（
未
完
）
を
執
筆
し
、
そ
の
な
か
で
ブ
ル
ー
ノ
．
バ
ウ
ァ
ー
を
す
る
ど
く
攻

　
弊
し
、
バ
ウ
ア
ー
に
た
い
し
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
を
擁
護
す
る
。
」
　
（
２
・
２
・
○
二
。
ｎ
・
違
・
前
掲
沢
冴
三
二
－
一
一
一
頁
。
傍
点
は
引
川
者
。
）
　
な
お
、

　
１
手
椛
一
の
各
部
分
の
執
筆
時
期
の
確
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
ホ
の
「
マ
ル
ク
ス
年
譜
」
に
は
、
一
八
四
四
年
の
「
四
月
蜘
－
五
月
。
マ
ル
ク
ス
、

　
〈
労
賃
、
資
本
の
利
潤
、
地
代
、
労
働
の
疎
外
Ｖ
に
か
ん
す
る
経
済
学
的
論
文
を
執
筆
す
る
。
こ
れ
は
完
成
さ
れ
な
い
」
、
ま
た
、
　
「
五
月
頓
１
．

　
六
月
。
マ
ル
ク
ス
、
経
済
学
の
論
文
を
く
因
民
経
済
学
批
判
Ｖ
に
－
ま
で
ひ
ろ
げ
、
同
時
に
く
へ
－
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
哲
学
一
般
の
批
判
Ｖ
を
執
筆

　
す
る
」
と
あ
る
（
前
掲
訳
秤
三
〇
頁
。
傍
点
は
引
川
者
）
。
し
た
が
っ
て
『
手
稿
「
一
の
大
部
分
は
、
ほ
ぼ
四
四
年
の
四
月
－
六
月
頃
に
執
筆
さ
れ

　
た
も
の
と
推
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
の
ノ
ー
ト
の
順
序
に
し
た
が
え
ば
、
　
「
策
三
手
稿
」
の
う
ち
「
貨
幣
」
の
頂
一
は
、
　
「
序

　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
（
二
五
五
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）

文
」
執
筆
の
の
ち
に
、
し
た
が
っ
て
同
年
八
月
下
旬
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

。
。
．
Ｈ
富
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
一
〇
四

こ
の
占
…
に
つ
い
て
は
、

（
二
五
六
）

旨
向
○
戸
Ｈ
＼
ｏ
ｏ
．

ｏ
・
．
ｏ
ｏ
○

－

ｏ
　
『
法
哲
学
』
批
判
の
二
重
の
意
味

　
へ
ー
ゲ
ル
の
『
法
哲
学
」
９
；
昌
邑
竃
ｑ
實
巾
巨
Ｈ
易
ｏ
冨
庁
ｑ
窃
雰
｝
亘
轟
旨
．
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
へ
ー

ゲ
ル
が
白
已
の
哲
学
体
系
を
確
立
し
た
『
エ
ソ
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
向
冒
芸
Ｈ
◎
私
畠
Ｏ
ｑ
胃
づ
巨
Ｏ
。
。
◎
呂
｛
。
っ
Ｏ
プ
窒
考
雰
¢
易
Ｏ
ぎ
｛
け
Ｓ
ぎ

９
§
争
げ
。
。
９
轟
ミ
．
の
う
ち
、
そ
の
第
三
部
〈
精
神
哲
学
〉
の
２
〈
客
観
精
神
〉
の
梛
分
を
詳
述
し
て
一
書
に
編
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
法
、
道
徳
、
倫
理
の
三
部
よ
り
な
る
〈
客
観
精
神
〉
の
論
述
Ｈ
『
法
哲
学
」
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
広
い
恵
味
で
の
礼
会
－

哲
学
を
体
系
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
急
進
へ
ー
ゲ
ル
主
義
者
と
し
て
出
発
し
た
マ
ル
ク
ス
が
、
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
」
に
た
い
す
る
体
系
的
な
批
判
を
う
な
が
さ

れ
た
動
機
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
『
経
済
学
批
判
」
（
一
八
五
九
年
）
の
序
言
の
な
か
で
マ
ル
ク
ス
ｎ
身
が
諦
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
は
一
八
四
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
「
ラ
ィ
ソ
新
聞
』
の
主
筆
と
し
て
、
は
じ
め
て
「
い
わ
ゆ
る
物
貫
的
利
害
に

か
ん
す
る
論
争
に
参
加
せ
ざ
る
を
え
な
い
困
っ
た
は
め
に
お
ち
い
っ
た
」
。
他
方
で
、
フ
ラ
ソ
ス
礼
会
主
義
の
杉
響
が
ド
ィ
ッ
で
も

き
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
れ
は
こ
の
「
で
き
そ
こ
な
い
に
反
対
を
宜
言
し
た
」
が
、
　
「
臼
分
の
従
米
の
研
究
を
も
っ
て
し
て
は
、

フ
ラ
ソ
ス
Ｏ
こ
れ
ら
の
思
湘
の
内
容
そ
Ｏ
も
の
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
の
判
断
を
も
く
だ
す
こ
と
Ｏ
で
き
た
い
こ
と
を
、
半
直
に
｛
状
」

せ
ざ
る
を
ん
な
か
っ
た
。
　
　
こ
こ
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
的
な
諾
間
魎
お
よ
び
刈
会
十
工
表
の
諮
問
幽
に
た
い
し
て
は
「

そ
れ
ま
で
一
、
ル
ク
ス
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
へ
－
ゲ
ル
的
忠
独
体
系
に
よ
っ
て
は
、
な
ん
ら
の
共
体
的
態
皮
を
も
導
き
だ
す
こ



と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
か
れ
は
、
　
一
Ｌ
ラ
ィ
ソ
新
聞
』
の
舞
台
か
ら
書
斎
に
し
り
ぞ
い
た
（
一
八
四
三
年
三
月
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ち
・
　
「
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
的
検
討
」
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
へ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
批
判
を
、
ン
、
の
直
接
の
動
機
か
ら
み
れ
ば
、
、
１
、
れ
は
従
来
の
自
己
の
立
場
に
た

い
す
含
己
批
判
た
る
意
味
芝
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
奈
与
ル
ク
ス
が
、
一
、
ゲ
ル
批
判
凄
か
言
ぬ
『
法
哲
学
』

の
批
判
と
し
て
始
め
た
こ
と
に
は
、
ヨ
リ
積
極
的
な
意
苧
－
↓
ル
ク
ス
白
身
最
初
か
ら
予
感
し
て
昔
、
批
判
的
検
討
の
過
程
で

明
瞭
に
自
覚
し
て
い
っ
た
客
観
的
な
意
味
１
－
の
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
マ
ル
ク
ス

　
が
み
ず
か
ら
・
　
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
』
に
お
い
て
塑
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
そ
こ
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
つ

　
て
い
る
・
　
　
「
わ
れ
わ
れ
ド
ィ
ツ
人
は
、
自
分
た
ち
の
後
史
オ
胃
冨
窃
Ｏ
巨
９
ａ
を
思
想
の
な
か
で
、
つ
ま
り
哲
学
の
山
な
か
で
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
験
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
現
代
の
酎
む
肺
か
同
時
代
人
で
は
な
い
が
、
そ
の
哲
学
的
な
同
時
代
人
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
哲
学
は
ド
イ
ツ
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
の
駄
か
帥
か
建
灸
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
実
在
の
歴
史
の
未
定
稿
。
。
、
く
、
、
。
。
－
箏
、
昌
旦
陣
。
。
。
を
批
判
す
る
か
わ
り
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

観
念
の
歴
史
の
器
§
婁
豆
巨
婁
で
あ
る
琴
を
批
判
す
る
奮
、
わ
れ
わ
れ
の
批
判
は
、
現
代
が
そ
れ
こ
そ
間
題
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
↓
ぎ
二
。
◎
亭
¢
宕
窃
ま
ｐ
と
い
っ
て
い
る
間
題
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
た
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
。
政
治
的
．
経
済
的
に
は
フ
ラ

　
ソ
ス
の
一
七
八
九
年
以
前
の
状
態
に
あ
る
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
つ
て
も
つ
と
も
徹
底
し
た
、
も
つ
と
も
豊
か
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
、

　
最
後
的
な
表
現
を
え
た
と
こ
ろ
の
：
・
…
国
家
哲
学
と
法
哲
学
」
に
た
い
し
て
批
判
的
に
対
決
す
る
こ
と
カ
　
ま
さ
に
「
現
代
」
を
間

．
題
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
・
マ
ル
ク
ス
が
・
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
と
り
わ
け
法
哲
学
を
、
絶
対
主
義
的
・
半
封
姓
的
プ
ロ
ィ
セ
ソ
の
体
制
を
反
映
し
た

弁
護
諭
的
思
想
体
系
と
は
差
集
い
で
、
志
寒
と
忠
杜
会
の
問
題
性
を
忠
恕
の
上
で
董
し
て
壷
し
た
も
の
と
評
価
し

　
　
　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
〉
の
概
念
一
二
一
一
細
見
一
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
一
二
五
七
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
（
二
五
八
）

て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
へ
ー
ゲ
ル
が
近
代
国
家
・
近
代
杜
会
の
状
態
を
先
坂
し
て
い
た
と
は
い
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

そ
れ
が
た
だ
思
想
の
上
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
の
た
め
に
、
そ
の
体
系
化
に
さ
い
し
て
は
、
か
れ
は
「
抽
象
的
・
幻
想
的
」
な

思
弁
的
構
成
に
お
も
む
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
へ
－
ゲ
ル
の
国
家
・
法
哲
学
に
た
い

す
る
批
判
は
、
〕
一
重
の
意
味
」
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
「
近
代
国
家
お
よ
び
こ
れ
と
関
連
す
る
現
実
の
批
判
的

分
析
」
、
第
二
に
、
　
「
ド
ィ
ッ
の
政
治
的
・
法
的
意
識
　
　
そ
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
、
も
っ
と
も
普
遍
的
な
、
学
に
ま
で
高
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

れ
た
表
現
が
、
ほ
カ
な
ら
ぬ
思
弁
的
法
哲
学
そ
の
も
の
だ
　
　
の
従
来
の
あ
り
方
全
体
の
決
定
的
な
否
定
」
。

　
こ
の
二
重
の
批
判
を
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
と
対
決
す
る
に
あ
た
っ
て
自
己
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で

こ
の
二
つ
の
批
判
は
、
相
互
媒
介
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
へ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
法
哲
学
の
思
惟
様

式
に
た
い
す
る
批
判
は
、
へ
－
ゲ
ル
が
思
想
的
に
反
映
し
た
「
近
代
国
家
お
よ
び
こ
れ
と
関
連
す
る
現
実
」
を
ば
神
秘
化
的
な
思
弁

的
体
系
構
成
と
論
理
構
造
か
ら
解
放
し
て
赤
裸
六
な
「
原
型
」
に
還
元
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
他
方
、
か
く
し
て
え
ら
れ
た
近
代

国
家
．
近
代
杜
会
の
問
題
性
の
現
象
形
態
に
た
い
す
る
批
判
的
分
析
は
、
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
お
よ
び
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
一
般
の
思
惟
様

式
．
論
理
構
造
の
徹
底
的
な
批
判
的
解
明
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
ン
、
し
て
、
こ
の
両
面
か
ら
す
る
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の

批
判
は
、
お
の
ず
か
ら
、
へ
ー
ゲ
ル
の
否
定
と
継
承
に
お
け
る
新
た
な
法
Ｈ
杜
会
哲
学
体
系
の
構
築
を
、
必
然
的
に
結
果
す
る
は
ず

○
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
新
た
な
体
系
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
白
党
的
な
努
力
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
右
に
み
た
二
軍
の
批
判
が
徹
底
的
に
遂
行
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
右
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
マ
ル
ク
ス
の
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
八
四
二
年
三
月
、
　
『
ラ
ィ
ソ
新

聞
一
を
め
、
め
た
直
後
に
荷
手
さ
れ
た
も
Ｏ
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
岐
初
の
　
「
、
法
哲
学
〔
一
批
判
は
、
現
在
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
、

婁
奮
窃
蛋
。
奮
彗
ｃ
・
一
蕃
§
豪
と
な
づ
け
臭
た
草
稿
一
一
八
四
三
年
三
月
下
旬
頃
人
月
執
筆
一
と
し
て
残
奈
て
、

る
・
『
経
済
学
．
哲
学
手
稿
』
を
『
法
哲
学
一
に
た
い
す
る
体
系
的
な
批
判
の
一
環
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
わ
た
し
の
揖
か

ら
す
注
・
李
こ
の
草
稿
を
と
り
あ
げ
て
、
一
法
哲
学
一
批
判
の
発
端
に
淳
る
一
ル
ク
ス
の
問
題
と
叩
一
、
こ
に
淳
る
成
果
と
を

あ
と
づ
け
明
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
衣
ら
な
い
。

一
－
一
一
ル
ク
ス
の
思
想
的
出
発
点
を
…
に
求
め
る
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
お
け
る
か
れ
の
墨
の
構
造
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
つ
た
か
、
と
い
う

　
　
こ
と
は
・
初
期
一
ル
ク
ス
研
究
の
一
っ
の
主
要
な
論
点
窪
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
く
わ
し
い
実
証
的
研
究
と
し
て
は
、
コ
ル
ニ
ユ

　
　
＞
．
。
。
…
の
大
著
・
窒
麦
〆
自
目
；
童
葦
員
身
鶉
げ
・
：
己
麦
竈
二
一
曇
・
一
、
蓬
一
・
が
菅
、
ま
た
独
自
な
視
角

　
　
か
ら
一
定
の
見
解
を
公
げ
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ル
カ
ー
チ
・
・
曇
冨
の
論
文
・
。
、
亘
一
。
。
。
。
冒
。
。
。
プ
、
箏
向
目
、
乏
。
巨
旨
・
。
。
、
。
。
一
。
目
・
。
、
目

　
　
葦
二
嚢
・
１
婁
一
・
城
塚
登
氏
の
「
杜
会
主
義
思
想
の
成
立
若
ミ
ル
ク
ス
の
歩
み
一
な
ど
が
菅
さ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

　
　
畜
晃
一
氏
「
初
期
一
ル
ク
ス
と
青
年
一
－
ゲ
ル
派
－
初
期
一
ル
ク
ス
研
究
に
関
す
る
一
展
望
一
一
関
西
大
学
『
経
済
論
集
一
第
七
巻
第

　
　
七
号
所
収
一
は
・
初
期
一
ル
ク
ス
と
青
年
一
－
ゲ
ル
派
と
の
関
連
い
か
ん
と
い
う
視
角
か
ら
、
右
隻
げ
た
コ
ル
ニ
ユ
の
著
書
を
中
心
に
暑
論
者

　
　
の
見
解
を
対
比
検
討
し
た
好
論
文
で
あ
る
。

　
　
　
わ
た
し
は
・
初
期
の
一
ル
ク
ス
の
思
想
的
震
は
、
一
八
四
三
年
三
月
一
ラ
イ
ソ
新
聞
』
を
や
め
て
一
、
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
ド
一
着
か
か
つ

　
　
た
時
点
で
・
一
っ
の
決
定
的
竺
ポ
一
ク
が
画
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ぱ
、
こ
の
頂
ま
で
の
一
ル
ク
ス
は
、
こ
と
ば
ど
お
り
の

　
　
「
急
進
↑
ゲ
ル
主
義
者
一
で
あ
一
た
。
か
れ
と
↑
ゲ
ル
と
の
表
な
ち
が
い
は
、
後
者
が
現
在
に
絶
対
精
神
の
蚕
を
み
ぷ
に
た
い
し

　
　
て
・
前
者
・
一
ル
ク
ス
は
・
現
存
す
る
現
実
を
ば
非
理
幣
な
仮
象
の
蝶
と
み
な
し
、
絶
対
精
神
、
理
性
的
な
も
の
の
実
現
集
来
に
み
た
、

　
　
と
い
－
）
点
に
宕
・
マ
ル
ク
ス
の
思
惟
形
式
、
か
れ
の
思
想
の
論
理
構
追
は
、
↑
ゲ
ル
そ
の
妻
の
も
の
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
た
い

　
　
し
て
一
ル
ク
ス
の
最
初
の
体
喬
な
↑
ゲ
ル
批
判
麦
一
・
、
一
－
ゲ
ル
塞
論
批
判
』
に
お
い
て
は
、
の
ち
に
本
文
で
み
る
よ
う
に
、
一
、
ゲ

　
　
ル
を
否
定
的
に
媒
介
し
た
と
こ
ケ
の
・
ま
さ
に
〈
一
ル
ク
ス
的
捲
〉
と
も
い
う
べ
き
思
惟
様
式
と
論
影
式
が
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
・
こ
こ
『
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
一
に
、
マ
ル
ク
ス
の
学
的
思
惟
の
端
緒
が
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

一
２
一
牽
＝
一
婁
二
弓
琴
一
葦
・
一
二
葦
葦
彗
ひ
一
§
多
く
・
邑
二
、
。
寿
。
。
、
。
。
。
・
・
、
げ
。
ら
、
。
片
、
く
。
、
、
、
・
。
葦
・
。
．
一
一
－
旨
．
郷

　
　
訳
「
経
済
学
批
判
一
国
民
文
庫
、
八
－
九
頁
。

　
　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
一
二
一
一
細
見
一
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
一
二
－
九
一



立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）

一
〇
八
　
（
二
六
〇
）

（
３
）
　
旨
、
、
、
＼
向
目
ｏ
ｑ
、
互
考
ｏ
寿
９
吋
Ｐ
Ｈ
Ｌ
】
９
Ｎ
く
弩
－
晶
宕
零
Ｌ
．
ｏ
．
ｏ
．
ｏ
。
．
邦
訳
、
大
月
書
店
『
マ
ル
ク
ス
・
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
」
第
一
巻
・
四

　
二
〇
頁
。

（
４
）
　
ｐ
・
９
・
○
二
。
。
・
ｃ
．
ｏ
◎
卜
前
掲
訳
書
、
四
二
一
頁
。

（
５
）
　
ｐ
．
２
．
○
．
一
９
竃
註
．
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

（
６
）
　
室
、
、
、
＼
■
自
ｏ
ｐ
ｏ
ぎ
オ
◎
寿
９
｝
Ｐ
Ｈ
二
・
ト
。
○
○
。
１
。
。
・
ｏ
．
ｏ
．
ｃ
。
一
峯
■
○
＞
一
Ｈ
＼
Ｈ
．
曽
己
げ
す
彗
一
一
ポ
。
。
．
き
○
・
１
。
・
．
岬
轟
．
邦
訳
、
大
月
書
店
一
、
マ
ル
ク

　
ス
．
エ
ソ
ゲ
ル
ス
全
集
』
第
一
巻
、
二
三
三
－
三
七
二
頁
。

　
　
一
、
へ
－
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
の
執
筆
時
期
を
一
八
四
三
年
三
月
末
－
八
月
と
す
る
の
は
、
こ
の
草
稿
の
最
初
の
編
集
・
公
刊
者
で
お
る
リ
ャ
ザ

　
ノ
フ
Ｐ
き
竃
彗
○
く
の
推
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
こ
れ
に
た
い
し
て
レ
ヴ
ァ
ル
タ
ー
ド
■
ｏ
考
巳
ざ
『
、
ラ
ソ
ズ
フ
ー
ト
○
ｃ
・
ピ
彗
身
；
け
、

　
マ
イ
ヤ
ー
Ｈ
・
｝
岩
、
Ｋ
。
、
ら
は
異
論
を
と
な
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
六
は
、
一
八
四
二
年
三
月
五
日
に
ル
ー
ゲ
ー
＞
．
宋
奏
Ｃ
に
送
っ
た
マ
ル
ク

　
ス
の
手
紙
　
　
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
私
が
お
な
じ
く
ト
ィ
ッ
年
誌
に
予
定
し
た
も
う
ひ
と
っ
の
論
文
は
、
国
内
憲
法
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
で

　
の
へ
－
ゲ
ル
自
然
法
の
批
判
で
す
。
こ
の
批
判
の
中
心
点
は
、
ま
す
ま
す
自
己
矛
盾
を
ぎ
た
し
、
自
己
を
止
揚
し
っ
っ
あ
る
中
問
物
と
し
て
の
一
止

憲
君
主
制
に
た
い
す
る
闘
争
で
す
」
と
い
っ
て
い
る
（
ン
胃
○
＞
Ｌ
＼
一
曽
巴
ヴ
９
“
。
。
．
Ｎ
Ｏ
Ｏ
・
ム
）
　
　
を
根
拠
と
し
て
・
す
く
な
く
と
も
こ
の
脚

期
ま
で
に
『
国
法
論
批
判
」
草
稿
は
書
ぎ
お
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
、
と
主
張
す
る
の
で
お
る
。
し
か
し
、
　
『
ラ
ィ
ソ
新
聞
」
時
代
の
マ
ル
ク
ス

　
の
思
想
と
、
国
法
論
批
判
』
に
お
け
る
そ
れ
と
を
内
容
的
に
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
執
筆
は
リ
ャ
ザ
ノ
フ
が
推
定
し
た
時
期
以
外
で
は
あ

り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
く
彗
く
■
品
０
７
オ
實
ぎ
一
巾
ら
・
－
・
で
は
、
　
こ
の
執
筆
時
期
は
、
　
「
一
八
四
三
年
夏
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
草
稿
は
、
ル
ヵ
ー
チ
、
コ
ル
ニ
ュ
を
は
じ
め
若
干
の
論
者
に
よ
っ
て
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
研
究
老
に
よ
る

モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
、
長
洲
一
二
氏
「
Ｋ
．
マ
ル
ク
ス
の
『
へ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
に
つ
い
て
」
（
『
横
浜
因
立
大
学
経
済
学
部
大
学
紀

要
』
一
九
五
三
年
）
が
あ
る
。

二
　
　
『
へ
－
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』

Ｈ

『
法
哲
学
』
に
お
け
る
「
国
球
」

の
体
系
的
地
位



　
マ
ル
ク
ス
が
お
こ
な
っ
た
最
初
の
へ
－
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
で
あ
る
『
へ
ー
ゲ
ル
因
法
論
批
判
』
は
、
　
『
法
哲
学
』
の
第
三
部
〈
倫

理
〉
。
・
葦
婁
等
第
三
章
〈
国
家
〉
・
・
§
の
Ａ
〈
国
内
法
〉
雲
一
旨
胃
・
・
。
一
婁
、
、
。
巨
、
二
六
〇
節
か
ら
三
二
二
節
ま
で
の
各

節
に
く
わ
え
た
詳
細
な
批
判
的
評
注
よ
り
な
る
草
稿
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
れ
は
、
一
つ
の
論
文
と
し
て
の
ま
と
ま
つ
た
形
式
を

そ
な
え
て
は
い
な
い
が
・
こ
こ
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
論
点
を
整
理
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

け
だ
し
・
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
み
な
ら
ず
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
一
般
に
た
い
す
る
自
己
の
立
場
を
確
立
し
、
へ
ー

ゲ
ル
国
家
哲
学
の
具
体
的
批
判
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
に
対
立
す
る
独
自
の
法
Ｈ
杜
会
哲
学
体
系
を
構
築
す
る
た
め
の
基
本
的
方
法

論
を
、
す
で
に
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ブ
ル
ク
ス
が
・
へ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の
批
判
を
ほ
か
な
ら
ぬ
〈
国
家
〉
論
の
分
析
か
ら
姶
め
た
の
は
な
ぜ
で
あ
っ
た

か
。
そ
れ
は
・
と
り
わ
け
ド
ィ
ッ
の
現
実
に
あ
っ
て
、
国
家
の
批
判
が
も
っ
と
も
直
接
的
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ

う
が
・
し
か
し
ヨ
リ
深
い
理
由
は
、
『
法
哲
学
［
一
に
お
け
る
〈
国
家
〉
の
体
系
的
位
置
づ
け
ン
、
の
も
の
が
、
『
法
哲
学
』
の
徹
底
的
．

体
系
的
批
判
を
意
図
す
る
マ
ル
ク
ス
に
、
国
家
哲
学
○
批
判
か
ら
始
め
る
こ
と
を
必
然
な
ら
し
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
『
法
哲
学
』
○
体
系
と
ン
、
こ
に
お
け
る
〈
国
家
〉
の
位
置
づ
け
を
概
観
し
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
へ
ー
ゲ
ル
は
『
法
哲
学
』
冒
頭
の
箪
一
節
で
、
法
哲
学
の
対
象
を
規
定
し
て
い
う
、
　
「
哲
学
的
法
学
は
、
法
の
理
念
、
す
な
わ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

法
の
概
念
と
そ
れ
の
実
現
行
程
く
胃
色
玲
冒
ぎ
馬
を
対
象
と
す
る
」
。
こ
こ
に
い
う
「
法
の
概
念
」
は
、
へ
－
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
と
も
と
「
そ
の
生
成
か
ら
み
れ
ば
伽
苧
か
か
い
伽
レ
、
そ
の
演
緯
は
法
学
に
お
い
て
前
提
さ
れ
、
ま
た
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

む
伽
む
か
か
か
ゆ
か
か
か
」
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
先
行
す
る
も
の
」
と
し
て
の
弓
諭
理
学
』
の
「
成
果
」
と
し
て
得
ら
れ
た

　
　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
二
六
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
窮
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
（
二
六
二
）

　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
法
の
概
念
」
が
、
本
質
的
に
理
念
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
自
己
自
身
の
展
開
を
定
有
に
お
い
て
実
現
せ
し
め

て
ゆ
く
過
程
が
、
ｉ
法
哲
学
』
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
　
「
概
念
展
開
の
系
列
」
巳
Ｏ
雰
学
¢
｛
胃
。
。
｛
争
Ｏ
お
９
¢
邑
８

霧
。
ｑ
ユ
箒
と
「
実
在
形
成
の
系
列
」
２
¢
零
旨
ｏ
く
旨
○
窮
邑
け
；
。
Ｑ
雪
と
は
、
理
念
の
自
己
展
開
の
過
程
と
し
て
　
「
ま
っ
た
く
同

　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

一
の
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
は
、
Ａ
、
直
接
的
・
即
自
的
象
面
と
し
て
の
抽
象
法
｛
竃
ｐ
茅
９
蒔
８
雰
ｏ
罧
（
第
一
部
）
、
Ｂ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

直
接
的
な
姿
か
ら
自
己
に
反
省
し
た
向
白
的
象
面
と
し
て
の
道
徳
昌
¢
峯
◎
Ｓ
一
毒
二
第
二
部
）
、
Ｃ
、
以
上
の
二
つ
の
契
機
の
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

お
よ
び
真
理
と
し
て
、
　
「
即
自
・
向
自
的
に
普
遍
な
る
実
存
に
お
け
る
理
念
、
す
な
わ
ち
倫
理
」
（
第
三
部
）
に
区
分
さ
れ
る
。
ン
、
し

て
こ
の
即
自
・
向
自
的
に
普
遍
的
な
理
念
た
る
倫
理
的
理
念
は
、
そ
れ
白
身
、
　
釧
そ
の
直
接
的
個
別
性
に
お
け
る
家
族
２
¢
ヨ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

昌
旨
¢
、
似
そ
の
分
裂
に
お
い
て
、
特
殊
性
を
原
理
と
す
る
市
民
杜
会
２
ｏ
暮
お
¢
≧
ｏ
ぎ
○
鶉
竺
。
。
ｏ
ぎ
津
を
経
て
、
最
後
に
、
＠
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

契
機
の
統
一
と
し
て
真
に
普
遍
的
な
理
念
と
し
て
の
国
家
に
到
達
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
『
法
哲
学
』
の
最
終
の
論
理
的
規
定
と
し
て
の
国
家
は
、
学
的
進
展
の
成
果
と
し
て
は
、
ン
、
れ
に
先
行
す
る
諸
規
定
に

媒
介
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
と
こ
ろ
の
「
も
っ
と
も
豊
か
な
も
の
」
で
あ
る
。
が
、
同
時
に
他
方
、
ン
、
れ
は
、
諦
媒
介
を
止
揚

し
た
直
接
性
に
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
む
し
ろ
家
族
、
市
民
杜
会
を
は
じ
め
先
行
す
る
諸
規
定
を
ば
、
　
「
自
己
固
有
の
区
別
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

て
相
互
に
媒
介
す
る
と
こ
ろ
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
へ
ー
ゲ
ル
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
明
言
し
て
い
る
。
　
　
　
「
国
家
は
、
真
実
の
根
拠
と
し
て
明
き
ら
か
に
さ
れ
る
の
て
あ
る
か
ら
、
学
的
概
念
の
進
行
過
程
に
お
い

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
国
家
は
成
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
に
の
べ
て
き
た
媒
介
お
よ
び
仮
象
は
、
み
ず
か
ら
を
止
揚
し
て
ま
た
直
按
性

、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
な
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
現
実
に
お
い
て
は
同
家
は
、
一
般
に
、
む
し
ろ
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
宋
族
が
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
パ
）

め
て
市
民
杜
会
に
発
展
す
る
の
で
あ
っ
て
、
国
家
の
理
念
そ
の
も
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
両
契
機
に
分
裂
す
る
Ｏ
で
あ
る
」
一



　
こ
こ
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
国
家
は
、
い
っ
さ
い
の
制
限
と
特
殊
的
個
別
性
を
止
揚
し
た
絶
対
的
普
遍

者
、
「
み
ず
か
ら
に
お
い
て
具
体
的
な
、
し
た
が
っ
て
向
自
的
に
存
在
す
る
普
遍
性
、
自
己
意
識
の
実
体
．
内
在
的
類
ぎ
昌
彗
ｇ
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

○
津
９
畠
・
内
在
的
理
念
を
な
す
も
の
」
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
念
と
し
て
の
国
家
の
実
在
的
定
有
形
態
を
へ
ー
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
君
主
権
、
統
治
権
、
立
法
権
の
三
権
の
「
有
機
的
統
一
」
よ
り
な
る
立
憲
君
主
政
体
ぎ
富
葦
巨
－
◎
亮
豪
竃
Ｏ
§
Ｈ
Ｏ
巨
¢
に
も

　
（
１
０
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｎ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．

と
め
、
こ
の
国
家
制
度
は
、
　
「
本
質
的
に
媒
介
の
体
系
」
と
し
て
、
官
僚
制
雲
８
ざ
き
Ｏ
と
国
会
Ｃ
Ｏ
蒔
己
９
◎
ら
胃
。
。
冠
邑
ぎ
ブ
Ｏ
。
。

目
ｏ
旨
ｇ
け
に
お
い
て
市
民
杜
会
を
自
己
の
も
と
に
包
摂
し
て
い
る
実
体
的
存
在
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
右
に
み
た
よ
う
に
国
欠
を
即
自
・
向
自
的
な
普
遍
者
た
ら
し
め
、
そ
こ
に
お
い
て
国
家
と
市
民
礼
会
の
同
一
性
を
定
立
す
る
へ
ー

ゲ
ル
の
体
系
構
成
と
論
理
構
造
が
、
　
『
国
法
論
批
判
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
第
一
の
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
の
批
判
を

つ
う
じ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
－
ゲ
ル
に
反
映
し
た
近
代
国
家
と
近
代
杜
会
の
あ
り
の
ま
ま
の
関
係
を
え
ぐ
り
出
り
〆
、
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
に
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
へ
ー
ゲ
ル
の
体
系
構
成
と
論
理
構
造
の
批
判
と
そ
の
成
果
を
考
察
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）
｝
量
一
〇
旨
姜
雪
華
勺
巨
§
冒
二
鶉
穿
冒
｝
奏
き
二
・
冒
肇
麦
９
く
。
、
一
、
・
・
く
。
。
｝
。
－
、
旨
。
一
目
。
、
Ｌ
婁
・

　
　
口
わ
ガ
。
。
．
Ｈ
ｏ
．
岡
田
・
速
水
氏
訳
『
法
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
一
頁
。

　
（
２
ソ
　
２
２
Ｃ
一
吻
ド
げ
畠
前
掲
訳
薯
、
二
二
頁
。
　
　
傍
点
は
引
用
者
。

　
（
３
）
　
ノ
、
ｏ
ｑ
－
・
２
・
２
・
○
二
伽
ｏ
。
ド
ぴ
・
ミ
・
前
掲
訳
書
、
六
六
頁
。

　
（
４
）
　
ノ
、
ｏ
ｑ
－
・
２
・
２
．
○
二
ａ
彗
麦
．
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

　
（
５
）
　
く
ｏ
ｑ
－
・
２
・
嘗
・
○
・
一
吻
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
自
己
。
。
９
目
彗
Ｎ
易
津
ド
。
・
・
ト
◎
。
申
前
掲
訳
菩
、
六
八
頁
以
下
。

　
（
６
）
　
く
ｏ
ｑ
－
．
ｐ
ｐ
○
二
｝
彗
影
一
自
目
｛
吻
Ｈ
害
一
。
。
．
崖
ｏ
。
い
前
掲
訳
書
、
同
頁
、
お
よ
び
二
二
三
－
四
頁
。

　
（
７
）
　
！
、
ｏ
ｑ
－
・
Ｐ
Ｐ
Ｏ
二
ｄ
刀
ｏ
．
Ｎ
Ｎ
易
牡
Ｎ
・
前
掲
訳
脅
、
六
七
頁
。

　
　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
（
二
六
．
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
（
二
六
四
）

　
（
８
）
　
Ｐ
９
．
○
二
以
乃
心
寓
＞
目
冒
¢
寿
目
品
一
。
・
．
８
べ
・
前
掲
訳
書
、
三
一
四
頁
。

　
（
９
）
　
Ｐ
Ｐ
○
。
吻
違
＞
目
冒
ｏ
寿
自
品
一
。
。
・
む
．
前
掲
訳
書
、
五
九
頁
。

　
（
１
０
）
　
＜
ｏ
ｑ
－
・
賞
ｐ
・
○
二
吻
ミ
◎
◎
一
。
。
・
畠
蜆
．
前
掲
訳
書
、
三
五
五
頁
。

　
（
ｕ
）
　
２
．
ｐ
○
二
吻
○
。
ｓ
Ｎ
易
津
Ｎ
．
前
掲
訳
書
、
三
九
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
白
　
へ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
体
系
構
成
の
批
判

　
へ
ー
ゲ
ル
の
体
系
構
成
を
批
判
す
る
に
さ
い
し
て
マ
ル
ク
ス
が
、
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ハ
の
感
化
、
と
り
わ
け
か
れ
の
『
哲
学
改
革
の

　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

た
め
の
暫
定
的
提
言
」
く
昌
Ｈ
ぎ
爵
ｏ
弓
ブ
窃
ｏ
箏
Ｎ
膏
零
｛
ｇ
８
ｏ
胃
勺
巨
易
◎
り
巨
ｏ
．
の
彰
響
を
う
け
、
こ
の
論
文
で
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ

ハ
が
定
式
化
し
た
思
弁
哲
学
批
判
の
方
法
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
こ
れ
を
理
由
と
し
て
、
　
『
因
法
論
批
判
』
時
代
の
マ
ル
ク
ス
は
本
質
的
に
は
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ハ
主
義
者
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

す
る
一
部
の
論
者
の
主
張
に
は
、
わ
た
し
は
異
論
を
と
な
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
行
論
の
う
ち
で
あ
き
ら
か
に
し
う
る

は
ず
で
あ
る
。

　
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ハ
の
主
張
は
、
つ
ぎ
の
一
文
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
「
思
弁
哲
学
一
般
の
改
革
的
な
批
判
の
方
法
は
、
す
で
に
宗
教
哲
学
に
お
い
て
〔
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
い
て
　
　
引
用
考
〕
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

ち
い
ら
れ
た
方
法
と
異
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
つ
ね
に
述
語
を
主
語
に
、
こ
う
し
て
主
語
た
る
客
観
お
よ
び
原
理
に
し
さ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

す
れ
ば
、
　
　
し
た
が
っ
て
思
弁
哲
学
を
た
だ
転
倒
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
お
お
わ
れ
ざ
る
、
純
粋
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

明
白
な
真
理
を
も
つ
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
こ
こ
で
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ハ
が
間
魎
に
し
て
い
る
Ｏ
は
、
固
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
思
惟
と
存
花
〇
一
般
的
閑
係
で
あ
る
。
だ
が
、



○

な
が
く
は
ぐ
く
ま
れ
た
ド
ィ
ツ
の
観
念
論
哲
学
の
思
想
的
地
盤
の
う
え
で
宴
言
さ
れ
た
こ
の
唯
物
論
の
立
場
は
、
そ
れ
が
固
定
的
．

機
械
的
な
定
式
で
主
張
せ
ら
れ
た
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
深
刻
な
影
響
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
。
、
！
、
し
て
彼
岸
に
た
い
し
て
此
岸

こ
そ
が
真
理
で
あ
る
と
す
る
こ
の
主
張
は
、
た
と
え
此
岸
を
ば
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
は
真
理
で
は
な
い
と
み
な
す
人
六
に
と
っ
て
も
、

へ
ー
ゲ
ル
的
思
弁
哲
学
を
批
判
す
る
た
め
の
有
力
な
武
器
と
な
り
え
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
事
実
マ
ル
ク
ス
は
、
右
の
フ

ォ
ィ
ユ
ル
バ
ハ
の
方
法
を
う
け
つ
い
で
、
へ
ー
ジ
ル
に
お
け
る
主
語
と
述
語
の
転
倒
を
、
つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
（
１
）
　
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ
ハ
の
こ
の
論
文
は
、
一
八
四
三
年
は
じ
め
（
二
月
末
な
い
し
は
三
月
上
旬
）
に
ル
ー
ゲ
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
『
ア
ネ
ク
ド

　
　
ー
タ
』
誌
」
ミ
ミ
◎
ぎ
～
ミ
ミ
ミ
乏
“
ミ
き
ミ
暮
ざ
ミ
、
ミ
Ｎ
８
冬
ミ
“
ミ
ミ
勺
き
茅
室
宇
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
蔵
言
集
＞
旦
一
。
、
｛
。
。
旨
。
箏
の

　
　
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
雑
誌
を
受
け
と
っ
た
直
後
に
ル
ー
ゲ
に
手
紙
を
送
り
（
三
月
一
三
日
づ
け
）
、
　
そ
こ
で
フ
ォ
イ
ェ
ル
バ

　
　
ハ
の
『
暫
定
的
提
言
』
を
論
評
し
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
　
　
「
フ
ォ
ィ
ニ
ル
バ
ハ
の
蔵
言
集
は
、
か
れ
が
お
ま
り
に
も
多
く
白
然

　
　
の
こ
と
に
ふ
れ
、
政
治
に
っ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
述
べ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
だ
け
に
っ
い
て
い
え
ば
、
正
し
く
た
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ

　
　
が
こ
ん
に
ち
の
哲
学
が
真
理
に
な
り
う
る
唯
一
の
道
は
、
哲
学
と
政
治
と
が
む
す
び
っ
く
こ
と
な
の
で
す
。
げ
れ
ど
も
、
白
然
に
た
い
す
る
熱
狂

　
　
老
た
ち
に
一
連
の
国
家
に
た
い
す
る
熱
狂
老
た
ち
が
呼
応
し
た
一
六
世
紀
と
お
な
じ
よ
う
に
、
万
事
う
ま
く
ゆ
く
で
し
よ
う
。
」
（
ン
胃
○
戸
Ｈ
＼
ガ

　
　
｝
邑
す
げ
ｐ
ド
ｏ
ｏ
．
◎
ｏ
◎
◎
◎
．
）

　
（
２
）
　
た
と
え
ば
、
城
塚
登
氏
。
氏
は
、
『
国
法
論
批
判
」
に
お
げ
る
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
終
始
一
貫
フ
ォ
イ
ユ
ル
バ
ハ
の
人
間
主
義
的
立
場
に
止
っ

　
　
て
い
た
」
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
（
同
氏
「
杜
会
主
義
思
想
の
成
立
ｎ
一
弘
文
堂
、
七
五
頁
。
ま
た
六
八
頁
を
参
照
せ
よ
）
。
　
清
水
正
徳
氏
も
、
ほ

　
　
ぽ
同
様
の
見
解
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
（
３
）
　
■
自
ｑ
乏
ｏ
ｑ
司
雪
雪
す
竃
三
　
■
一
９
目
¢
勺
巨
－
畠
ｏ
勺
ブ
庁
ｏ
ま
○
ｏ
｝
ユ
｛
汁
竃
（
Ｈ
ｏ
。
§
Ｉ
Ｈ
ｏ
◎
畠
）
一
■
。
号
、
釘
Ｈ
竃
９
。
。
・
墨
・
植
村
皿
、
六
氏
訳
『
将
来
哲

　
　
学
の
根
本
命
題
」
岩
波
文
庫
、
七
頁
。

　
（
４
）
　
お
な
じ
く
『
暫
定
的
提
言
』
の
な
か
で
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ハ
は
い
う
、
　
「
思
惟
の
存
在
に
た
い
す
る
真
の
関
係
は
、
た
だ
こ
う
で
あ
る
、

　
　
存
在
は
主
語
で
あ
り
、
思
惟
は
述
語
で
あ
る
。
思
惟
は
存
在
か
ら
で
て
く
る
が
、
存
在
は
思
惟
か
ら
は
で
て
こ
な
い
」
と
（
Ｆ
勺
、
自
。
、
す
、
。
プ
、
、
・

　
　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
二
六
五
）

、



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
（
二
六
六
）

　
　
Ｐ
Ｏ
・
二
．
轟
・
前
掲
訳
書
、
二
八
頁
）
。
こ
れ
は
ま
さ
に
唯
物
論
の
根
本
命
題
で
あ
る
。
だ
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
は
、
　
こ
の
命
題
を
固
定
的
に
と

　
　
ら
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、
　
〈
思
惟
Ｖ
と
く
存
在
Ｖ
の
お
の
お
の
、
お
よ
び
両
者
の
関
連
を
、
固
定
的
・
機
械
的
に
と
ら

　
　
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
れ
に
お
い
て
は
、
　
〈
主
諮
Ｖ
と
し
て
の
く
存
在
Ｖ
そ
の
も
の
の
う
ち
に
お
け
る
間
題
性
は
、
究
明
さ
る
べ

　
　
ぎ
対
象
と
し
て
白
覚
さ
れ
な
い
。
事
実
か
れ
は
、
　
一
」
暫
定
的
提
言
■
一
の
な
か
で
政
治
の
間
題
に
関
説
し
た
唯
一
の
蔵
言
に
お
い
て
、
国
家
を
「
人

　
　
間
的
本
質
の
実
現
さ
れ
、
完
成
さ
れ
、
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
総
体
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
、
国
家
に
お
い
て
は
「
人
問
の
本
質
的
な
諸
性
質
も
し
く

　
　
は
諸
活
動
は
現
実
化
さ
れ
て
特
殊
な
諸
身
分
に
な
っ
て
い
る
が
、
国
家
の
元
首
の
人
格
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
ふ
た
た
び
同
一
性
に
還
元
」
さ
れ

　
　
る
、
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
当
時
の
現
実
の
政
治
的
諸
闘
争
を
す
こ
し
も
か
え
り
み
る
こ
と
な
し
に
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
　
　
　
「
国
家
の
元
首
は
、
あ
ら
ゆ
る
身
分
を
差
別
な
く
代
表
し
な
げ
れ
は
な
ら
な
い
　
　
、
元
首
の
ま
え
で
は
お
ら
ゆ
る
身
分
が
ひ
と
し
く
不
可

　
　
欠
な
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
し
い
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
の
元
首
は
普
遍
的
人
問
の
代
衣
で
あ
る
」
（
■
．
司
９
雪
げ
胃
三
～
．
Ｐ
○
．
一

　
　
。
。
．
べ
ｃ
◎
・
前
掲
訳
書
、
三
四
－
五
頁
）
。

　
　
　
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ハ
の
こ
の
一
節
を
批
判
し
た
ル
ヵ
ー
チ
の
っ
ぎ
の
論
評
は
、
ぎ
わ
め
て
正
肖
な
も
の
と
い
う
へ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
　
　
「
も
し
フ

　
　
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ハ
が
、
こ
れ
で
現
実
の
諸
関
係
を
特
徴
的
に
し
め
し
て
い
る
っ
も
り
で
い
る
な
ら
ぼ
、
そ
れ
ぱ
祉
会
の
現
状
を
、
ま
さ
し
く
へ
－
ゲ

　
　
ル
風
に
美
化
し
な
が
ら
、
み
て
み
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
も
し
そ
れ
が
牡
命
的
・
民
主
主
義
的
な
要
請
と
い
う
意
味
を
も
っ
の

　
　
だ
と
主
張
さ
れ
て
お
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
後
退
し
て
、
ヵ
ソ
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
流
の
ゾ
レ
ソ
と
い
う
抽
象
性
に
ま
い
も
ど
っ
て
い

　
　
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
お
る
。
」
（
○
・
■
■
気
２
一
Ｎ
弓
号
一
一
易
Ｏ
勺
ブ
７
；
竃
向
葦
乏
Ｏ
巨
昌
Ｏ
ｑ
宇
。
ｎ
言
品
彗
く
彗
戸
ｂ
§
“
暮
ぎ
Ｎ
ミ
暮
ミ
ミ

　
＼
ミ
、
ミ
Ｎ
８
喜
ミ
“
Ｎ
＼
ド
ー
ｏ
ｑ
二
。
ｎ
．
ｃ
ｏ
０
９
平
井
俊
彦
氏
沢
∴
若
ざ
マ
ル
ク
ス
」
、
五
四
頁
。
）

　
へ
ー
ゲ
ル
は
「
法
哲
学
」
の
二
六
七
節
で
、
　
「
観
念
性
に
お
け
る
必
然
性
と
は
、
理
念
の
ｎ
己
ｎ
身
の
内
部
に
お
け
る
発
展
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

る
。
そ
れ
は
、
主
観
的
な
実
体
性
と
し
て
は
政
治
的
心
情
で
あ
り
、
客
観
的
な
実
体
性
と
し
て
は
、
前
者
と
ち
が
っ
て
、
国
家
の
有

、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
、
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
・
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
（
１
）

機
的
組
織
、
す
な
わ
ち
本
来
の
意
味
で
の
政
治
的
因
家
、
お
よ
び
か
か
る
因
家
の
国
家
制
度
〔
憲
法
ｕ
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
こ
れ
を
引
用
し
た
う
え
で
注
釈
を
く
わ
え
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
「
こ
こ
て
は
主
語
は
、
〈
観
念
性
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
必
然
性
〉
　
〈
ｎ
己
ｎ
身
の
内
部
に
お
け
る
珊
念
〉
で
あ
り
、
述
語
は
、
政
治
的
心
情
や
政
治
的
国
家
制
皮
で
あ
る
。
普
逝
の
こ
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ば
で
い
え
ば
、
脈
浄
帥
小
浄
と
は
国
家
の
主
観
的
な
実
体
で
あ
り
、
政
治
的
国
家
制
度
と
は
国
家
の
客
観
的
な
実
体
で
あ
る
。
…

重
要
な
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
ど
こ
で
も
理
念
を
主
語
と
し
、
　
〈
政
治
的
心
情
〉
と
い
う
よ
う
な
本
来
の
現
実
的
な
主
語
を
述
語
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
発
展
は
、
い
つ
も
述
語
の
側
で
お
こ
る
の
だ
」
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
、
理
念
が
主
語
と
な
り
対
象
的
実
在
が
述
語
と
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
”
！
、
の
こ
と
自
体
が
誤
り
な
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
抽
象
的
な
班
念
か
ら
具
体
的
実
在
へ
の
論
理
的
展
開
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
継
承
し
て
、
の
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

定
式
化
し
た
学
的
体
系
の
基
本
的
方
法
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
間
題
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
主
語
と
さ
れ
て
い
る
〈
理
念
〉
が
、

い
か
な
る
性
格
と
内
容
を
も
つ
も
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
　
「
理
念
は
、
現
実
的
な
区
別
か
ら
展
開
さ
れ

る
べ
（
ぎ
も
の
で
嘗
・
ま
た
、
「
普
遍
的
言
の
は
、
現
実
の
有
限
董
の
、
実
存
す
る
も
の
、
規
定
さ
れ
た
も
の
、
の
、
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

的
な
本
質
と
し
て
考
察
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
主
語
は
、
　
「
主
観
的
な
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
・
・
　
　
…
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

事
実
そ
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
た
理
念
」
で
あ
り
、
　
「
ｎ
己
完
結
し
て
い
る
、
し
か
も
論
瑛
学
と
い
う
抽
象
的
領
域
に
お
い
て
ｎ
己

、
、
、
、
、
、
、
一
（
７
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
８
一

完
緒
し
て
い
る
忠
惟
」
と
し
て
の
斑
念
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
抽
象
的
雌
念
」
、
「
抽
象
的
な
論
理
的
諾
範
瞬
」
が
主
語
と
さ

れ
て
い
る
点
に
、
プ
ル
ク
ス
の
批
判
の
焦
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
｝
品
９
一
〇
；
己
二
ま
彗
ｏ
冒
勺
巨
一
易
○
勺
ま
ｏ
ら
鶉
肉
ｏ
ｏ
プ
互
。
・
・
胃
ｏ
◎
・
前
一
掲
訳
蒋
、
三
三
一
頁
。

（
２
）
　
岩
實
×
＼
■
暴
ｏ
７
タ
、
ｏ
寿
９
塁
．
戸
。
。
．
８
ｏ
．
邦
沢
、
大
月
秤
店
「
マ
ル
ク
ス
．
エ
ソ
ゲ
ル
ス
企
集
」
箪
一
巻
、
二
四
い
頁
。

一
３
一
く
。
・
；
』
姜
こ
昌
内
き
・
ミ
亘
董
…
茅
一
一
邑
・
．
ヨ
一
姜
旨
二
冒
・
葦
重
；
｛
；
２
一
…
〇
一
套
・
；
一
・
・

　
ヨ
Ｑ
訂
く
ｇ
－
品
お
雪
Ｌ
．
畠
¢
申
邦
訳
「
経
済
学
批
判
』
因
民
文
庫
、
二
九
四
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
こ
れ
の
論
理
的
な
恋
味
を
く
わ
し
く
分
析
．

　
解
閉
し
た
も
の
と
し
て
、
梯
明
秀
氏
『
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
資
本
論
ｒ
一
箪
四
章
「
歴
史
的
塊
実
と
く
経
済
学
の
方
法
Ｖ
」
、
お
よ
び
同
氏
「
「
資
木
諭
し

　
体
系
の
図
式
的
解
明
」
と
り
わ
げ
そ
の
篤
二
節
（
「
立
命
館
経
済
学
』
節
七
巻
第
六
号
所
収
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
（
二
六
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ
　
（
二
六
八
）

　
（
４
）
　
室
彗
（
向
目
ｏ
ｑ
ｏ
互
オ
胃
ぎ
一
巾
ら
．
ガ
。
。
．
旨
◎
．
前
掲
訳
書
、
二
四
一
頁
。

　
（
５
）
　
Ｐ
ｐ
．
○
．
Ｌ
．
Ｓ
仁
閉
．
前
掲
訳
書
、
二
五
六
頁
。

　
（
６
）
　
ｐ
ｐ
Ｏ
Ｌ
８
べ
前
掲
訳
書
、
二
三
八
頁
。
　
　
傍
点
は
引
用
者
。

　
（
７
）
　
２
ｐ
〇
一
。
・
Ｎ
お
前
掲
訳
書
、
二
四
四
頁
。
　
　
傍
点
は
引
用
者
。

　
（
８
）
　
Ｐ
蟹
・
○
二
。
。
．
胃
蜆
・
前
掲
訳
書
、
二
四
七
頁
。

　
右
に
み
た
よ
う
に
「
拙
象
的
な
理
念
」
が
主
語
と
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
〈
理
念
〉
の
他
方
の
契
機
た
る

定
有
諸
形
態
１
１
「
実
在
形
成
の
系
列
」
の
叙
述
は
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
　
「
真
実
の
と
こ
ろ
へ
ー
ゲ
ル
は
、
た
だ
〈
政
治
的
国
家
制
度
〉
を
〈
有
機
的
組
織
〉
の
普
遍
的
抽
象

的
理
念
へ
解
消
す
る
こ
と
以
外
に
は
な
に
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
外
見
上
、
ま
た
か
れ
白
身
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
か
れ
は

〈
普
遍
的
理
念
〉
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
理
念
に
と
っ
て
主
語
で
あ
る
も
の
丁
対
象
的
定
有
〕

を
、
理
念
の
所
産
、
理
念
の
述
語
に
し
て
し
ま
っ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
か
れ
の
思
惟
を
対
象
か
ら
展
開
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対

象
を
、
自
己
完
結
し
て
い
る
、
し
か
も
論
理
学
と
い
う
抽
象
的
領
域
に
お
い
て
白
己
完
結
し
て
い
る
思
惟
に
し
た
が
っ
て
展
開
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

の
で
あ
る
。
政
治
的
国
家
制
度
の
一
定
の
理
念
を
展
開
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
政
治
的
困
家
制
度
に
抽
象
的
な
理
念
へ
の
閑
係
を
与

、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

え
、
そ
れ
に
そ
の
（
理
念
の
）
化
活
史
の
一
分
肢
と
し
て
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
が
〔
へ
ー
ゲ
ル
に
は
〕
閉
趣
な
の
だ
。
こ
れ
は
公

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

然
た
る
神
秘
化
で
あ
る
」
。

　
し
た
が
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
概
念
と
の
統
一
に
あ
る
も
の
と
し
て
叙
述
し
た
定
有
的
諸
形
態
　
　
家
族
、
市
民
礼
会
、
国
家
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

は
、
実
は
実
在
す
る
旧
家
や
杜
会
を
あ
る
が
ま
ま
に
、
感
性
的
に
と
ら
え
て
、
編
列
し
た
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ら
Ｏ
実
在
的
諮
対
象
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
姿
で
は
、
最
初
は
概
念
に
ン
、
ぐ
わ
な
い
単
な
る
仮
象
と
し
て
退
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
が
主
語
と
し
て
の
「
神
秘
的
な
実
体
」
、
普
遍
的
理
念
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
ヤ
、
ン
、
の
ま
ま
で
理
性
的
な
も
の
た
る
権
利
づ
け
を

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
実
在
的
諸
対
象
の
経
験
的
現
実
性
が
理
性
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

自
身
の
理
性
の
た
め
で
は
な
く
（
そ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
永
久
に
認
識
さ
れ
え
た
い
」
）
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
以
外
の
意
味
を
も

た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
経
験
的
実
在
の
「
神
秘
化
」
！
）
で
あ
り
、
他
方
、
理
念
は
、
か
か
る
経
験
的
現
実
性
以
外
に
は
な
ん
ら

他
の
内
容
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
批
判
し
て
マ
ル
ク
ス
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
、
　
　
「
現

実
性
は
現
実
性
そ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
他
の
現
実
性
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
目
常
の
経
験
に
と
っ
て
は
こ
の

経
験
そ
れ
自
身
の
精
神
で
は
な
く
・
あ
る
別
の
精
神
が
規
範
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
現
実
的
晃
念
に
と
つ
て
は
、
自
己
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
・
、
、
・
、
、
　
、

身
か
ら
展
開
し
た
現
実
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
常
の
経
験
が
そ
の
定
有
な
の
だ
」
と
。
こ
の
結
果
、
　
「
経
験
的
な
実
存
物
が
、
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

伽
朴
断
か
仕
方
で
理
念
の
現
実
的
な
真
理
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
」
こ
と
に
な
り
、
　
「
神
秘
的
な
も
の
、
深
遠
な
も
の
と
い
う
印
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
」
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
こ
う
し
て
・
へ
ー
ゲ
ル
の
体
系
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
は
、
ま
さ
に
「
論
理
的
・
汎
神
論
的
神
秘
主
義
」
Ｏ
．
Ｈ
Ｈ
．
０
ｑ
－
。
。
。
ブ
、
・
り
叫
づ
芽
、
一
。
。
．

茅
Ｏ
訂
く
老
葦
オ
昌
易
に
は
か
な
ら
な
い
。
か
れ
の
「
唯
一
の
関
心
」
は
、
「
国
家
で
あ
れ
白
然
で
あ
れ
、
と
に
か
く
あ
ら
ゆ
る
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

域
の
な
か
に
・
〈
理
念
〉
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
論
理
的
理
念
〉
を
再
発
見
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
『
法
哲
学
』
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

〈
法
〉
の
哲
学
で
は
な
く
て
む
し
ろ
論
理
学
が
へ
ー
ゲ
ル
の
真
の
関
心
の
的
な
の
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

考
彗
（
■
轟
＠
■
考
ｏ
寿
９
屋
．
戸
・
・
．
旨
ｏ
ｏ
．
前
掲
訳
書
、

ｐ
ｐ
○
二
。
。
．
旨
Ｈ
．
前
掲
訳
書
、
二
四
二
頁
。

ｐ
・
ヂ
○
二
。
。
・
８
９
前
掲
訳
書
、
二
三
六
頁
。
な
お
、
。
Ｄ
・

〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）

二
四
四
－
五
頁
。
　
　
傍
点
は
引
州
者
。

８
べ
Ｉ
ｏ
◎
一
訳
書
二
三
八
頁
、
。
Ｄ
．

旨
○
〇
一
訳
書
二
四
五
頁
な
ど
を
も
み
よ

　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
（
二
六
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
二
七
〇
）

　
（
４
）
　
甲
Ｐ
○
．
二
．
違
Ｈ
．
前
掲
訳
書
、
二
七
三
－
四
頁
。

　
（
５
）
　
苧
Ｐ
○
・
Ｌ
・
８
９
前
掲
訳
書
、
二
三
六
頁
。

　
（
６
）
　
Ｐ
苧
○
二
。
。
．
旨
Ｈ
．
前
掲
訳
書
、
二
四
二
頁
。

　
（
７
）
　
＜
ｏ
ｑ
－
．
Ｐ
Ｐ
○
．
Ｌ
．
胃
９
前
掲
訳
書
、
二
四
八
頁
。

　
以
上
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ハ
の
方
法
を
う
け
つ
い
で
『
法
哲
学
』
の
観
念
論
的
体
系
構
成
を
批
判
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
へ
－
ゲ
ル
白
身
は
〈
概
念
と
定
有
の
統
一
と
し
て
の
法
の
理
念
〉
の
自
己
展
開
を
な
ん
ら
の
臆
念
や
恋
意
を
く
わ
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

こ
と
な
く
叙
述
し
た
と
私
念
し
た
『
法
哲
学
』
が
、
実
際
に
は
「
ま
さ
に
二
元
論
」
を
そ
の
原
理
と
し
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
た
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
進
展
過
程
を
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
論
理
的
理
念
の
、
内
的
・
彼
岸
的
歩
み
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

て
の
「
抽
象
的
な
唯
心
論
」
。
他
方
で
は
、
経
験
的
実
在
、
此
岸
的
諸
関
係
を
無
批
判
的
に
表
現
す
る
「
抽
象
的
な
唯
物
論
」
。
こ
う

し
て
『
法
哲
学
』
に
は
、
　
コ
一
重
の
歴
史
、
エ
ゾ
テ
リ
ッ
ッ
ユ
〔
Ｈ
秘
教
的
．
彼
岸
的
〕
な
歴
史
と
エ
グ
ゾ
テ
リ
ッ
シ
ュ
□
ｎ
公
教
的
．

　
　
　
　
　
（
３
）

此
岸
的
〕
な
歴
史
」
と
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
へ
ー
ゲ
ル
が
観
念
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
か
れ

は
後
者
を
前
者
の
も
と
に
包
摂
せ
し
め
て
〈
統
一
〉
の
外
見
を
装
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
緒
果
と
し
て
、
　
「
エ
グ

ゾ
テ
リ
ッ
シ
一
な
歴
史
」
も
、
対
象
的
実
在
を
あ
る
が
ま
ま
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
神
秘
的
に
表
現
・
叙
述

さ
れ
る
必
然
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
こ
と
を
解
明
し
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
、
つ
ぎ
の
課
題
は
、
へ
ー
ゲ
ル
○
立
憲
君
主
政
体
に
か
ん
す
る
叙
述
を
検
討

し
て
、
そ
れ
が
忠
弁
的
な
体
系
構
成
の
結
呆
と
し
て
必
然
的
に
こ
う
む
っ
て
い
る
神
秘
化
的
な
叙
述
様
式
Ｈ
論
理
構
造
か
ら
と
き
は

ぐ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
か
れ
の
本
来
の
閥
心
で
あ
る
近
代
国
家
・
近
代
杜
会
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
と
、

ン
、
こ
に
お
け
る
間
魑
性
を
え
ぐ
り
だ
ン
、
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
つ
い
い
か
え
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
が
理
念
の
体
塊
と
し
て
叙
述
し
た
実
在



的
定
有
の
諸
形
態
が
、
実
は
現
存
す
る
国
家
や
市
民
杜
会
を
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
と
ら
え
て
、
そ
れ
に
思
弁
的
体
系
構
成
の
要
求
す

る
関
係
づ
け
を
与
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
洞
察
し
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
　
「
論
理
的
．
汎
神
論
的
神
秘
主
義
」
者

と
し
て
の
へ
－
ゲ
ル
の
皮
を
剥
い
で
「
無
批
判
的
実
証
主
義
」
者
と
し
て
の
へ
ー
ゲ
ル
を
赤
裸
六
な
姿
で
と
り
だ
せ
ば
、
そ
こ
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

れ
の
批
判
的
分
析
の
本
来
の
対
象
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
国
家
制
度
を
「
本
質
的
に
媒
介
の
体
系
」
と
し
、
国
家
に
お
い
て
市
民
杜
会
と
国
家

の
同
一
性
を
定
立
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
構
造
を
、
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
つ
ぎ
に
考
察
し
よ
う
。

（
１
）
　
く
ｏ
ｑ
一
・
■
晶
９
一
〇
；
箏
邑
｛
己
彗
ら
彗
勺
巨
一
畠
○
勺
巨
ｏ
｛
窃
戻
８
げ
ド
。
。
一
吻
ｏ
．
Ｈ
＞
目
冒
。
、
斥
。
。
ｏ
ｑ
自
、
、
｛
吻
ｃ
．
Ｎ
Ｎ
仁
ぴ
、
、
汁
、
一
。
。
．
ミ
い
前
掲
訳
書
、
六

　
六
－
七
頁
。

（
２
）
　
く
ｏ
ｑ
一
．
旨
實
×
＼
■
目
ｏ
ｑ
６
７
オ
ｏ
寿
６
一
籟
Ｐ
戸
。
・
・
Ｎ
竃
・
前
掲
訳
書
、
三
三
〇
頁
。
ま
た
、
、
・
、
・
○
二
。
。
・
Ｓ
岬
・
訳
書
二
五
六
頁
を
も
み
よ
。

　
　
な
お
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
の
い
う
「
抽
象
的
な
唯
心
論
」
と
「
抽
象
的
な
唯
物
論
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
　
「
無
批
判
的
な
観
念
論
」
、
「
無
批
判

　
的
な
実
証
主
義
」
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
も
の
で
お
ろ
う
。
一
年
の
ち
の
一
、
経
済
学
．
哲
学
手
稿
」
で
マ
ル
ク
ス
は
、
　
へ
ー
ゲ
ル
の
一
一
精
神
現

　
象
学
』
を
批
判
し
っ
っ
い
っ
て
い
る
、
　
　
「
す
で
に
現
象
学
の
な
か
に
、
後
期
の
へ
－
ゲ
ル
の
著
作
の
無
批
判
的
な
実
証
主
義
。
、
、
庁
、
、
↑
、
。
。
。
プ
。
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
勺
Ｏ
。
。
ま
＜
庁
冒
易
と
、
お
な
じ
く
無
批
判
的
な
観
念
論
昌
〆
ま
庁
Ｏ
ぎ
Ｈ
崖
§
豪
昌
自
。
。
－
現
存
す
る
経
験
の
こ
の
哲
学
的
な
解
消
と
再
興

　
が
ひ
そ
ん
で
い
る
」
と
。
　
（
旨
■
○
戸
Ｈ
も
Ｌ
．
Ｈ
割
．
邦
訳
、
大
月
書
店
『
マ
ル
ク
ス
．
ユ
ソ
ゲ
ル
ス
選
集
』
補
巻
四
、
四
〇
二
頁
。
傍
点
は
引

　
用
者
。
）

（
３
）
　
中
２
．
○
二
。
ｎ
．
８
ｏ
・
前
掲
訳
書
、
二
三
七
頁
。

（
４
）
　
も
っ
と
も
、
へ
ー
ゲ
ル
が
『
法
哲
学
』
で
「
実
証
主
義
」
的
に
描
い
て
い
る
近
代
的
状
態
は
、
本
来
の
意
味
で
の
近
代
、
し
た
が
っ
て
ブ
ル

　
ジ
ョ
ァ
革
命
を
す
で
に
経
過
し
た
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ソ
ス
に
属
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
か
れ
に
と
っ
て
感
性
的
現
実
で
あ
っ
た
絶
対
主
義

　
的
プ
ロ
イ
セ
ソ
の
後
進
的
状
態
を
も
描
い
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
的
理
念
の
定
有
形
態
は
、
ド
イ
ツ
的
半
封
建
主
義
と

　
英
・
仏
の
近
代
資
本
主
義
の
状
態
と
を
混
交
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
反
映
し
、
そ
れ
に
神
秘
的
衣
現
様
式
を
与
え
た
も
の
な
の
で
お
る
。
．
し
か
し
、

　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
（
二
七
一
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
（
二
七
二
）

そ
の
よ
う
な
混
交
の
う
ち
に
お
い
て
で
お
れ
、
近
代
の
杜
会
・
国
家
の
状
態
を
お
る
が
ま
ま
に
と
ら
え
、
し
か
も
そ
れ
を
〈
特
殊
的
本
質
〉
と
し

て
く
具
体
的
普
遍
Ｖ
　
（
も
ぢ
ろ
ん
へ
－
ゲ
ル
に
お
い
て
は
こ
れ
が
抽
象
的
・
神
秘
的
実
体
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
）
の
う
ち
に
止
揚
さ

る
べ
き
も
の
と
し
て
・
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
は
問
題
性
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
描
ぎ
だ
し
た
こ
と
は
、
か
れ
の
偉
大
な
功
績
で
あ
っ
た

と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
他
方
マ
ル
ク
ス
に
っ
い
て
み
れ
ば
、
か
れ
は
ド
ィ
ツ
と
英
・
仏
と
を
、
近
代
に
お
け
る
後
進
国
と
先
進
国
と
い
う
歴
史

的
位
置
づ
げ
に
お
い
て
明
瞭
に
と
ら
え
、
そ
し
て
こ
の
近
代
的
諸
関
係
一
般
を
ば
、
止
揚
さ
る
べ
ぎ
も
の
と
直
観
し
、
批
判
的
分
析
の
対
象
と
し

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
た
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
か
れ
は
、
　
「
無
批
判
的
実
証
主
義
」
者
へ
－
ゲ
ル
に
、
近
代
国
家
、
近
代
杜
会
の

間
題
性
の
反
映
を
看
取
し
え
た
の
で
あ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
の
国
家
・
法
哲
学
の
批
判
が
、
ひ
と
っ
に
は
「
近
代
国
家
お
よ
び
こ
れ
と
関
連
す
る
現
実

の
批
判
的
分
析
」
で
あ
る
、
と
い
い
え
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

嘗
　
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
構
造
の
批
判

　
へ
ー
ゲ
ル
の
国
家
哲
学
の
主
要
な
間
題
は
、
倫
理
的
理
念
の
特
殊
性
の
象
面
と
し
て
の
市
民
杜
会
を
ば
国
家
の
う
ち
に
包
摂
せ
し

め
、
国
家
を
即
自
・
向
白
的
な
普
遍
者
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
単
的
に
い
っ
て
い
る
、
　
「
国
家
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

は
、
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
統
一
に
い
っ
さ
い
の
間
題
が
帰
斉
す
る
」
と
。
か
か
る
統
一
は
、
実
在
的
に
は
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
二
七
三
節
で
、
国
家
の
実
在
形
態
を
規
定
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
　
　
「
政
治
的
国
家
は
　
　
実
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

的
区
別
態
に
分
岐
す
る
。
回
普
遍
的
な
も
の
を
規
定
し
確
立
す
る
権
力
　
　
立
法
権
昌
ｏ
ｏ
ｑ
ｏ
。
っ
ｇ
お
争
彗
箒
○
ｏ
事
ｐ
一
け
。
呵
特
殊
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

諸
領
域
や
個
六
の
出
来
事
を
普
遍
的
な
も
の
へ
包
摂
す
る
権
力
　
　
統
治
権
ｇ
¢
霊
。
ｑ
庁
昌
晶
。
。
・
・
ｏ
オ
等
。
　
ゆ
最
終
の
意
志
決
定
と

し
て
の
主
観
性
、
す
な
わ
ち
朴
ち
惨
ａ
¢
蟹
轟
２
０
訂
○
Ｏ
考
Ｐ
－
け
」
。
ン
、
し
て
君
主
権
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
つ
け
く
わ
え
て
い
う
、
「
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

主
権
に
お
い
て
は
、
区
別
さ
れ
た
諾
権
力
が
個
別
的
統
一
に
集
握
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ン
、
れ
は
、
企
体
Ｏ
、
、
　
．
立
悠
君
主
政
体
Ｏ
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

頂
点
で
あ
り
端
緒
で
あ
る
」
と
。

　
し
た
が
っ
て
君
主
は
、
困
家
と
し
て
の
国
家
、
爾
余
の
国
家
の
実
在
的
諮
契
機
を
観
念
的
な
も
の
と
し
て
白
己
の
も
と
に
包
摂
Ｈ

従
属
せ
し
め
る
主
権
的
定
有
者
で
あ
る
。
ン
、
し
て
、
こ
の
国
家
と
し
て
の
国
家
を
一
方
の
極
と
し
、
こ
れ
に
対
す
る
他
の
極
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

の
市
民
杜
会
を
国
家
に
お
い
て
媒
介
す
る
定
有
形
態
を
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
立
法
権
の
定
有
た
る
国
会
と
、
統
治
権
の
定
有
た
る
官

際
朴
に
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
〇
二
節
で
か
れ
は
い
う
、
　
「
媒
介
機
関
と
し
て
み
れ
ば
、
国
会
は
、
一
方
に
は
政
府
一

般
と
、
他
方
に
は
特
殊
な
領
域
と
個
人
と
に
解
体
し
た
人
民
と
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
い
る
。
・
…
－
同
時
に
こ
の
よ
う
な
国
会
の
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

は
、
組
繊
的
な
統
治
権
〔
い
官
僚
制
ｕ
と
共
通
な
媒
介
作
用
の
意
義
を
も
つ
」
。

　
（
１
）
　
｝
品
９
一
〇
；
ま
巨
己
昌
ら
９
勺
巨
－
○
。
・
○
勺
巨
¢
ら
８
｝
８
プ
貝
吻
塞
Ｈ
Ｎ
冨
津
Ｎ
・
前
掲
訳
書
、
三
二
七
頁
。

　
（
２
）
　
Ｐ
Ｐ
○
二
。
。
・
８
岬
・
前
掲
訳
書
、
三
五
五
頁
。

　
（
３
）
　
ｐ
ｐ
〇
二
Ｎ
竃
前
掲
訳
書
、
三
九
三
頁
。
　
　
な
お
、
こ
こ
に
み
る
よ
う
に
、
国
会
と
官
僚
制
と
は
、
二
っ
の
極
と
し
て
の
国
家
と
市

　
　
民
杜
会
と
を
臥
乳
－
か
い
－
媒
介
す
る
実
在
的
契
機
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
と
市
民
杜
会
と

　
　
の
同
一
性
が
因
家
に
お
い
て
定
・
ｖ
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
い
ま
だ
一
面
的
な
抽
象
的
同
一
性
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
国
家

　
　
と
市
｛
杜
会
と
の
市
ｋ
杜
八
ム
に
お
け
る
向
一
性
が
定
立
さ
れ
て
い
て
は
じ
め
て
、
こ
の
二
っ
の
同
一
性
の
区
別
に
お
け
る
同
一
性
と
し
て
、
具
体

　
　
的
・
班
性
的
な
統
体
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
市
民
杜
会
に
お
け
る
同
一
性
の
実
在
的
契
機
と
し
て
へ
ー
ゲ
ル

　
　
が
桁
示
し
て
い
る
も
の
が
、
　
「
警
察
」
勺
○
；
９
と
「
職
業
団
体
」
穴
○
｛
二
；
ご
Ｏ
目
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
『
法
哲
学
』
二
三
〇
節
－
二
五
六
節
を

　
　
参
照
せ
よ
。

　
こ
の
よ
う
な
国
会
と
官
僚
制
ｏ
媒
介
作
州
の
論
理
的
意
味
に
つ
い
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
節
の
注
釈
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
「
対
立
側
係
に
立
っ
て
極
向
尊
冨
昌
の
地
位
を
占
め
て
い
る
あ
る
一
定
の
契
機
が
、
同
時
に
中
間
項
く
葦
¢
で
あ
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
（
二
七
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
二
七
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

っ
て
極
で
み
る
こ
と
を
や
め
、
有
機
的
契
機
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
論
理
的
洞
察
に
属
す
る
」
。

　
こ
れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
「
概
念
論
」
に
お
け
る
三
つ
の
契
機
（
普
遍
性
、
特
殊
性
、
個
別
性
）
の
相
互
的
な
自
己
媒
介
、
　
し

た
が
っ
て
、
そ
の
最
後
の
発
展
段
階
と
し
て
の
〈
推
論
〉
Ｃ
Ｏ
Ｏ
巨
易
。
・
の
論
理
構
造
を
的
言
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
論
理

の
ま
っ
た
き
理
解
の
た
め
に
は
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
を
詳
し
く
研
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
『
小
論
理
学
』

の
「
質
的
推
論
」
Ｐ
§
尋
註
く
胃
Ｃ
Ｏ
Ｏ
巨
易
。
。
の
叙
述
か
ら
、
つ
ぎ
の
一
文
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
「
推
論
の
三
つ
の
格
〔
い
個
別
性
－
特
殊
性
－
普
遍
性
、
似
普
－
個
－
特
、
ゆ
特
－
普
－
個
〕
の
客
観
的
な
意
味
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的

な
も
の
が
三
重
の
搾
論
と
し
て
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ン
、
の
各
項
は
い
ず
れ
も
極
の
位
撞
を
占
め
る
と
と
も
に
、
ま

た
媒
介
す
る
中
問
項
の
位
置
を
も
占
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
哲
学
の
三
部
門
を
な
す
論
理
的
理
念
、
自
然
お
よ
び

精
神
が
、
そ
う
で
あ
る
。
…
－
三
つ
の
契
機
の
い
ず
れ
も
が
中
問
項
お
よ
び
二
つ
の
極
の
位
慨
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
や
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
　
（
２
）

れ
ら
相
互
の
特
定
の
区
別
は
止
揚
さ
れ
る
」
。

　
こ
の
〈
媒
介
〉
の
論
理
は
、
即
自
的
普
遍
者
と
し
て
の
抽
象
的
概
念
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
主
体
的
ｎ
己
運
動
、
ｎ
巳
媒
介
１
１
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

己
遠
帰
の
過
程
に
哲
学
一
般
の
成
立
を
み
る
へ
ー
ゲ
ル
の
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
哲
学
体
系
を
体
系
と
し
て
成
立
せ
し
め
て
い

る
基
木
的
な
論
理
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
個
六
の
部
分
に
ま
で
浸
透
し
て
、
叙
述
の
展
開
を
導
い
て
い
る
〈
赤
い
糸
〉
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

　
し
た
が
っ
て
固
宗
と
市
民
祉
会
０
）
閑
係
に
つ
い
て
も
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、
旧
家
を
倫
双
的
理
念
Ｏ
〈
普
遍
性
〉
と
し
、
市
民
杜
会
を

そ
の
〈
特
殊
性
〉
の
契
機
と
い
う
諭
〃
的
範
瞬
に
遠
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
を
区
別
し
て
お
い
て
、
し
か
も
両
者
の
同
一
性
を

ば
、
拙
象
的
珊
念
Ｏ
白
己
媒
介
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
し
て
い
る
Ｏ
で
あ
る
。
ン
、
れ
ゆ
え
、
国
家
哲
学
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
へ



ー
ゲ
ル
に
残
さ
れ
て
い
る
問
魑
は
、
こ
の
抽
象
的
理
念
の
彼
岸
的
領
域
に
お
い
て
す
で
に
定
立
さ
れ
て
い
る
媒
介
作
用
を
ば
現
実
に

担
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
定
有
的
実
在
を
、
実
在
的
国
家
の
な
か
に
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
か
か
る
も
の
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
国
家
と
市
民
杜
会
の
同
一
性
を
定
立
す
る
「
媒
介
機
関
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、

国
会
と
官
僚
制
な
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
｝
晶
ｏ
＝
　
Ｏ
；
ま
二
己
雪
（
庁
Ｈ
勺
巨
－
畠
○
勺
巨
ｏ
ｑ
鶉
見
２
プ
誌
一
。
・
・
塞
ｏ
ｏ
Ｌ
・
前
掲
訳
書
、
三
九
三
頁
。

　
（
２
）
　
へ
ー
ゲ
ル
『
小
論
理
学
』
一
八
七
節
補
遺
お
よ
び
一
八
八
節
。
松
村
一
人
氏
訳
、
岩
波
文
庫
、
下
巻
一
六
八
頁
。

　
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
〈
主
客
の
転
倒
〉
を
批
判
し
た
マ
ル
ク
ス
が
、
右
の
よ
う
な
抽
象
的
概
念
の
諸
契
機
の
相
互
的
自
己
媒
介
と
、

そ
の
実
現
と
し
て
の
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
区
別
に
お
け
る
同
一
性
の
定
立
を
、
「
荒
唐
無
椿
」
声
茅
冒
睾
津
と
し
て
し
り
ぞ
け

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
の
〈
媒
介
〉
の
論
理
を
批
判
し
て
い
う
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
は
、
一
般
に
、

、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

推
論
を
中
間
項
と
し
て
、
混
合
物
と
し
て
、
と
ら
え
る
。
理
性
推
論
の
へ
－
ゲ
ル
的
展
開
の
な
か
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
ま
っ
た

く
の
先
験
性
と
神
秘
的
二
元
論
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
中
問
項
は
木
製
の
鉄
で
あ
り
、
普
迦
性
と
個
別
性
〔
な
い
し
は
特
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

性
〕
と
の
あ
い
だ
の
ご
ま
か
さ
れ
た
対
立
で
あ
る
」
と
。
　
へ
ー
ゲ
ル
が
国
家
と
市
民
杜
会
の
関
係
を
、
概
念
の
拙
象
的
二
契
機
と
し

て
の
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
区
別
に
お
け
る
同
一
性
、
す
な
わ
ち
対
立
に
還
元
し
、
こ
れ
ら
の
契
機
の
推
論
に
お
い
て
両
者
の
媒
介

的
同
一
性
を
定
立
す
る
ぱ
あ
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
方
で
は
実
在
す
る
国
家
と
市
民
杜
会
の
現
実
的
閑
係
、
そ
の
対
象
的
定
有

は
あ
る
が
ま
ま
に
放
置
せ
ら
れ
、
他
方
、
両
者
の
中
問
物
、
し
た
が
っ
て
ま
さ
に
両
者
の
現
実
的
矛
凧
を
体
現
し
て
い
る
定
有
的
実

存
こ
こ
で
は
国
会
と
官
僚
制
と
が
、
逆
に
、
推
論
の
中
問
項
、
対
立
を
止
揚
す
る
媒
介
的
定
有
形
態
た
ら
し
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
此
岸
的
諸
関
係
の
現
実
的
対
立
を
、
彼
岸
的
ロ
ゴ
ス
の
歩
み
を
媒
介
と
し
て
和
解
せ
し
め
る
「
神
秘
的
二
元

　
　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
（
二
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
　
（
二
七
六
）

論
」
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
此
岸
的
諸
関
係
そ
の
も
の
に
即
し
て
そ
れ
自
体
の
現
実
的
な
姿
を
と
ち
え
よ
う
と
す
る
プ
ル
ク
ス
は
、
　
「
現

実
的
な
対
立
」
の
論
理
構
造
を
解
明
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
　
「
現
実
の
両
極
は
、
相
互
に
媒
介
さ
れ
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
ま
さ
に
現
実
的
な
両
極
な
の
だ
か
ら
。
だ
が
ま
た
、
そ
れ
ら
は
な
ん
の
媒
介
も
必
要
と
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
は
対
立
す
る
本
質
だ
か
ら
。
そ
れ
ら
は
、
相
互
に
な
ん
の
共
通
物
も
も
っ
て
い
な
い
し
、
相
互
に
ひ
か
れ
あ
う
こ
と
も
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

補
い
あ
う
こ
と
も
な
い
。
一
方
は
自
己
の
ふ
と
こ
ろ
の
な
か
に
、
他
方
の
憧
れ
も
、
欲
求
も
、
予
期
も
も
っ
て
は
い
な
い
」
。
　
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
「
相
互
に
排
除
し
あ
う
本
質
の
現
実
的
な
対
立
」
が
、
一
般
に
、
一
方
で
は
二
つ
の
本
質
の
実
存
の
内
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

に
お
け
る
春
掛
ｇ
ま
冨
冨
」
　
（
た
と
え
ぱ
、
男
性
と
女
浴
、
北
極
と
南
極
）
と
、
他
方
で
は
、
あ
る
概
念
ま
た
は
定
有
の
「
自
立
さ
せ

レ
か
わ
朴
鈴
」
　
（
た
と
え
ぱ
、
抽
象
的
な
唯
心
論
と
抽
象
的
な
唯
物
論
）
と
混
同
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
三
重
の
誤
謬
」

が
ひ
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
一
、
極
だ
付
が
典
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
お
の
お
の
の
抽
象
と
一
面

性
と
が
み
ず
か
ら
を
真
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
結
果
、
な
に
か
あ
る
原
理
が
、
そ
れ
白
身
に
お
け
る
統
体
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

わ
り
に
、
他
の
も
の
か
ら
の
拙
象
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
。
二
、
現
実
の
対
立
が
き
っ
ぱ
り
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

向
■
ａ
Ｏ
巨
＆
雪
ぎ
岸
乏
『
匡
一
｝
睾
Ｏ
品
０
竃
筆
Ｓ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
対
立
を
極
に
ま
で
お
し
す
す
め
る
こ
と
が
、
な
に
か
で
き
る
だ

け
妨
げ
る
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
有
害
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
三
、
ン
、
れ
ら
の
媒
介
が
く
わ
だ
て
ら
れ
る
ソ
し
と
、
こ
の
三
重

の
転
’
・
エ
ク
ス
に
よ
れ
ば
・
現
実
碧
村
止
は
、
対
嵩
実
在
の
器
に
淳
る
対
辛
奮
。
こ
の
現
実
的
な
対
立
が
極

に
ま
で
、
し
た
が
っ
て
敵
対
的
な
矛
盾
に
ま
で
進
み
ゆ
く
こ
と
は
、
　
「
対
立
物
の
ｎ
己
認
裁
で
あ
り
、
対
立
に
火
を
つ
け
て
た
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

い
Ｏ
決
着
に
ま
で
進
む
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
　
「
一
方
が
他
方
に
打
ち
か
つ
」
の
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
が
、
弁
証
法
の
中
心
概
念
で
あ
る
く
対
立
Ｖ
　
〈
矛
盾
〉
を
、
現
実
的
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
歴
史
的
・
対

象
的
実
在
の
相
互
排
除
的
な
闘
争
、
す
な
わ
ち
〈
敵
対
〉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
解
決
さ
れ
う
る
も
の
と
と
ら
え
た
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
お
よ
び
哲
学
体
系
を
崩
壊
せ
し
め
る
意
味
を
も
つ
と
と
も
に
、
対
象
的
実
在
ン
、
の
も
の
の
論
理
を
把
握
せ
ん
と
す
る
マ

ル
ク
ス
に
、
方
法
論
的
武
器
を
準
傭
せ
し
め
た
と
い
え
よ
う
。

　
（
１
）
　
く
胃
（
向
品
¢
互
オ
ｏ
寿
Ｐ
吋
ｑ
・
ガ
。
。
．
Ｎ
０
◎
ｏ
◎
・
前
掲
訳
書
、
三
二
五
頁
。

　
（
２
）
　
Ｐ
Ｐ
○
二
。
。
・
８
ド
前
掲
訳
書
、
三
二
九
－
三
〇
頁
。

　
（
３
）
　
ｐ
・
曽
・
○
二
。
。
・
８
ｏ
◎
・
前
掲
訳
書
、
三
三
〇
１
一
頁
。

　
（
４
）
　
Ｐ
Ｐ
○
二
。
。
・
８
ｏ
．
ｋ
．
前
掲
訳
書
、
三
三
一
頁
。

　
右
に
み
た
よ
う
に
へ
ー
ゲ
ル
の
〈
媒
介
〉
の
論
理
構
造
を
批
判
的
に
解
明
し
た
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
い
ま
や
へ
ー
ゲ
ル
国
家

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

論
の
合
理
的
な
意
味
内
容
を
え
ぐ
り
だ
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
か
れ
は
い
う
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
は
、
二
つ
の
堅
固
な
対
立
物
、
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

○
現
実
に
異
な
っ
た
領
域
と
し
て
の
、
　
〈
市
民
杜
会
〉
と
〈
政
治
的
国
家
〉
と
の
分
裂
弓
冨
昌
；
囚
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
　
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
１
）

ろ
ん
、
こ
の
分
裂
は
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
現
実
に
存
在
す
る
」
。
　
さ
ら
に
ま
た
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
は
、
市
氏
杜
会
と
政
治
的
国
家

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
の
分
裂
（
近
代
的
状
態
）
を
前
提
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
理
念
の
必
然
的
な
契
機
と
し
て
、
絶
対
的
な
理
性
的
真
理
と
し
て
展
開
し

た
。
…
か
れ
は
、
国
家
と
い
う
即
自
・
向
白
的
に
存
在
す
る
普
遍
者
を
、
市
民
杜
会
の
特
殊
な
利
害
関
係
と
要
求
と
に
対
立
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

た
。
二
言
で
い
え
ば
、
か
れ
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
市
民
杜
会
と
国
家
と
の
衝
突
穴
Ｏ
監
寿
け
を
し
め
し
た
の
で
あ
る
」
。

　
だ
が
、
陶
家
を
「
媒
介
の
体
系
」
　
「
倫
理
的
理
念
の
現
実
態
」
と
し
て
展
開
す
べ
き
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
立
場
は
、
こ
の
国
家
と

市
民
礼
会
と
の
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
も
、
ま
た
こ
の
矛
盾
そ
の
も
の
の
塊
実
的
な
構
造
を
解
閉
し
て
そ
の
止
揚
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

め
の
現
実
的
．
対
象
的
契
機
を
明
示
す
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
な
い
。
単
的
に
い
っ
て
か
れ
は
、
市
民
杜
会
と
国
家
と
の
分
裂
を
「
欲
し

　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
五
　
（
二
七
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
九
巻
・
第
二
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
六
一
二
七
八
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

ぎ
一
・
か
柱
「
墨
の
内
部
に
き
て
国
家
の
統
一
が
表
現
さ
れ
て
い
る
二
と
を
欲
す
る
一
の
で
あ
る
。
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
主
観
的
欲
求
の
体
系
化
を
可
能
な
ら
し
め
た
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
構
造
を
、
マ
ル
ク
ス
に
し
た
が
つ
て
解
明
し
て
き
た
。
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
つ
い
て
の
批
判
を
要
約
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
い
つ
て
い
る
。
　
　
「
へ
ー
ゲ
ル
の
主
な
あ
や
ま
り
は
、
か
れ
が
現
象
の
矛
盾
を
、

春
景
ぶ
・
す
な
わ
晃
ざ
宗
客
一
と
と
芝
て
い
る
こ
と
で
雲
。
だ
が
、
い
う
ま
で
差
く
、
現
象
の
矛
僅
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
（
５
）

リ
深
い
も
の
、
す
な
わ
ち
本
質
的
な
矛
盾
を
そ
の
本
質
に
も
っ
て
い
る
の
だ
」
。

（
１
）
　
嵩
彗
×
＼
向
目
ｏ
ｑ
ｏ
７
考
ｏ
寿
９
団
ｑ
．
戸
。
。
・
ミ
閉
．
前
掲
訳
書
、
三
一
一
頁
。

（
２
）
　
苧
２
・
○
二
。
。
・
ミ
甲
べ
・
前
掲
訳
書
、
三
二
二
頁
。

（
３
）
　
ｐ
・
曽
・
○
．
二
・
Ｎ
ミ
・
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

（
４
）
　
曽
．
Ｐ
○
二
。
。
・
畠
ｍ
Ｉ
Ｐ
前
掲
訳
書
、
三
三
三
頁
。

一
５
一
以
上
・
本
文
で
は
・
一
ル
ク
ス
の
学
的
思
惟
の
生
成
過
程
に
重
点
を
お
く
視
点
か
ら
、
国
会
と
官
僚
制
を
「
媒
介
機
関
一
と
す
る
一
、
ゲ
ル

の
蕗
客
に
た
い
す
ミ
ル
ク
ス
の
批
判
に
、
考
察
を
集
中
し
て
ぎ
た
。
こ
の
よ
う
な
視
角
の
集
“
、
、
因
会
と
官
僚
制
と
萬
家
と
市
民
杜

会
と
の
区
別
に
お
け
る
同
一
性
の
定
有
蕉
た
ら
し
め
る
一
－
ゲ
ル
の
基
本
的
根
拠
が
、
か
れ
特
有
の
論
理
に
あ
る
以
上
、
妥
当
な
も
の
と
認
め

　
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
だ
が
一
－
ゲ
ル
に
お
い
て
・
国
会
と
官
僚
制
と
が
抽
象
的
概
念
の
白
己
媒
介
の
定
有
的
釜
で
青
う
る
た
め
に
は
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
ら
が

媒
介
機
関
と
し
て
の
客
欺
掌
含
ん
で
い
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
雀
一
、
ゲ
ル
は
、
官
覇
と
因
会
と
に

か
ん
し
て
・
そ
れ
ら
が
国
家
と
震
杜
会
と
の
両
者
奏
在
襲
機
と
し
て
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
く
わ
し
く
論
述
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
マ

ル
ク
ス
も
・
こ
の
論
芝
た
い
す
る
批
判
的
検
討
に
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
を
さ
い
て
い
る
の
で
お
る
。
こ
の
点
に
っ
い
て
若
干
の
考
察
集
こ
た
つ

　
て
、
本
文
の
補
足
と
し
た
い
。

　
　
享
・
皮
沙
っ
い
て
。
一
－
ゲ
ル
に
ょ
れ
ば
官
僚
制
は
、
「
普
薯
か
ら
裳
者
お
よ
び
個
別
者
一
の
移
行
を
と
り
お
っ
か
う
一
作
用
を

そ
の
奮
的
な
規
定
と
す
る
一
一
法
哲
学
一
二
九
〇
節
補
遮
一
。
こ
こ
に
お
い
て
墨
と
吏
杜
会
と
の
同
一
祭
雫
さ
れ
て
い
る
と
一
、
ゲ
ル

が
主
張
す
る
の
は
・
雀
的
に
は
っ
ぎ
の
要
機
の
守
ん
芸
る
。
　
｝
民
杜
会
の
共
同
の
裳
的
型
い
潔
は
公
共
団
体
や
撃
団
体
に



よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
が
、
後
者
は
国
家
の
官
僚
に
よ
る
監
督
・
管
理
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
（
二
八
八
節
、
二
八
九
節
）
。
の
市
民
は
一
般
に
、

官
僚
に
な
り
う
る
可
能
性
を
も
っ
（
二
九
一
節
）
。
Ｃ
つ
官
僚
は
普
遍
的
国
家
職
務
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
財
＜
雪
昌
０
：
０
ｑ
彗
を
え
、
自
己

の
特
殊
性
の
満
足
を
み
い
だ
す
（
二
九
四
節
）
。
さ
ら
に
、
↑
ｏ
官
僚
の
権
力
乱
用
は
、
一
方
で
は
そ
れ
自
身
の
内
部
の
ヒ
ェ
ラ
ル
ヒ
ー
に
よ
っ
て
、

他
方
で
は
、
市
民
杜
会
の
領
域
に
お
げ
る
公
共
団
体
や
職
業
団
体
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
て
お
り
（
二
九
五
節
）
、
ま
た
、

向
官
僚
の
倫
理
上
・
思
想
上
の
教
養
と
、
国
家
の
偉
大
さ
と
は
、
官
僚
を
し
て
そ
の
主
観
的
側
面
を
消
滅
せ
し
め
て
、
普
遍
的
利
害
関
係
の
た
め

に
献
身
せ
し
め
る
（
二
九
六
節
）
。

　
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
の
展
開
を
批
判
し
て
マ
ル
ク
ス
は
い
っ
て
い
る
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
が
く
統
治
権
ｖ
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
こ
と
は
、
哲
学
的
展
開

の
名
に
値
い
し
な
い
。
…
…
へ
ー
ゲ
ル
は
わ
れ
わ
れ
に
、
一
方
で
は
現
実
に
あ
る
が
ま
ま
の
官
僚
制
の
、
ま
た
他
方
で
は
、
官
僚
制
み
ず
か
ら
が

自
己
の
存
在
に
っ
い
て
い
だ
い
て
い
る
見
解
の
、
経
験
的
な
叙
述
を
あ
た
え
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
（
オ
雪
ぎ
一
巾
Ｐ
Ｈ
Ｌ
．
違
？
べ
．
訳
書
、

二
八
○
頁
）
。
　
「
官
僚
制
が
自
己
の
存
在
に
っ
い
て
い
だ
い
て
い
る
見
解
」
　
　
こ
れ
は
、
　
特
殊
性
の
領
域
を
ぱ
公
共
団
体
や
職
業
団
体
を
媒
介

と
し
て
普
遍
者
の
も
と
に
包
摂
せ
し
め
て
い
る
、
と
い
う
自
負
、
臆
見
で
あ
る
。
だ
が
、
　
「
現
実
に
あ
る
が
ま
ま
の
官
僚
制
」
の
、
市
民
杜
会
に

た
い
す
る
関
係
は
、
　
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
、
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
に
も
と
づ
い
て
存
在
し
、
み
ず
か
ら
は
「
国
家
形
式
主
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

○
ｏ
汁
墨
言
｛
ｏ
Ｈ
昌
昌
。
・
昌
易
と
し
て
、
内
容
た
る
特
殊
的
諸
領
域
に
対
立
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
く
ｏ
ｑ
－
．
申
ｐ
○
二
。
。
．
農
ｉ
ｏ
。
・
訳
書
、
二

八
一
頁
）
。
　
へ
－
ゲ
ル
は
こ
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
か
ら
出
発
し
て
は
い
る
。
マ
ル
ク
ス
も
こ
の
点
を
確
認
し
て
、
い
う
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家

と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
、
　
〈
特
殊
的
な
利
害
関
係
と
即
自
・
向
自
的
に
存
在
す
る
普
遍
的
な
も
の
Ｖ
と
の
分
裂
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
ま
た
実
際

に
官
僚
制
は
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
…
…
へ
－
ゲ
ル
は
、
官
僚
制
の
内
容
を
な
ん
ら
展
開
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む

し
ろ
た
だ
そ
れ
の
く
形
式
的
な
Ｖ
組
織
の
二
、
三
の
一
般
的
な
規
定
を
腿
開
し
た
だ
け
で
お
る
。
ま
た
実
際
に
官
僚
制
は
、
そ
れ
の
外
に
存
在
す

る
内
容
の
く
形
式
主
義
ｖ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
（
ｐ
ｐ
．
○
．
Ｌ
．
違
べ
１
訳
書
、
二
八
０
１
一
頁
）
。
　
こ
の
よ
う
に
へ
－
ゲ
ル
は
、
　
官
僚
制
の
基

礎
　
　
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
ー
を
あ
る
が
ま
ま
に
叙
述
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
の
機
能
を
も
あ
る
が
ま
ま
に
　
　
し
か
し
こ
ん
と

は
、
官
僚
自
身
の
自
れ
、
臆
見
の
あ
る
が
ま
ま
に
　
　
叙
述
し
て
、
国
家
と
巾
民
杜
会
と
の
同
一
性
を
定
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
マ
ル

ク
ス
に
よ
れ
ば
、
　
「
こ
の
よ
う
な
同
一
性
は
…
…
き
わ
め
て
表
面
的
で
あ
り
、
　
混
合
物
昌
７
～
昌
８
ヨ
尼
・
。
一
９
昌
、
　
〈
ご
た
ま
ぜ
Ｖ
で
あ
る
。

こ
の
同
一
性
が
表
面
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
対
立
は
鋭
い
」
　
（
ｐ
．
甲
○
二
・
・
」
呂
．
訳
朽
、
二
八
五
頁
）
。
　
要
す
る
に
へ
ー
ゲ
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

官
僚
制
論
の
合
理
的
・
客
観
的
な
意
味
は
、
　
「
国
家
の
ヨ
リ
高
い
利
害
に
た
い
す
る
、
特
殊
な
領
域
の
私
的
所
有
と
利
害
と
の
対
立
、
す
な
わ
ち
、

　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
〉
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
七
　
（
二
七
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
二
一
八
　
（
二
八
○
）

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

私
的
所
有
と
国
家
と
の
あ
い
だ
の
対
立
」
　
（
同
上
）
を
描
ぎ
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
っ
ぎ
に
、
国
会
に
っ
い
て
。
へ
ー
ゲ
ル
は
三
〇
一
節
の
注
釈
で
、
国
会
を
規
定
し
て
っ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
「
国
会
の
固
有
の
概
念
規

定
は
、
国
会
に
ー
お
い
て
普
遍
的
自
由
の
主
観
的
契
機
、
こ
の
叙
述
に
お
い
て
市
民
杜
会
と
称
さ
れ
て
い
る
領
域
の
自
己
の
洞
察
と
自
己
の
意
志
を
、

国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
実
存
す
る
に
い
た
ら
し
め
る
、
と
い
う
点
に
も
と
め
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
。
　
さ
ら
に
、
三
〇
二
節
で
い
う
、
　
「
媒
介

機
関
と
し
て
み
れ
ば
、
国
会
は
、
一
方
に
は
政
府
一
般
と
、
他
方
に
は
特
殊
な
領
域
と
個
人
と
に
解
体
し
た
人
民
と
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

こ
の
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
国
会
は
、
国
家
お
よ
び
政
府
の
感
覚
と
心
情
と
と
も
に
、
特
殊
な
集
団
と
個
人
と
の
利
害
関
係
の
感
覚
と
心
情
と
を

必
要
と
す
る
」
と
。
し
た
が
っ
て
国
会
は
、
一
方
に
お
い
て
政
府
に
た
い
す
る
人
民
、
国
家
に
た
い
す
る
市
民
杜
会
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
人
民

に
た
い
す
る
政
府
、
市
民
杜
会
に
た
い
す
る
国
家
で
あ
る
。
こ
う
し
て
　
「
国
会
は
、
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
あ
い
だ
の
綜
合
○
ｏ
ｋ
目
艘
８
ｏ
で
あ

る
」
　
（
室
胃
×
＼
■
品
０
７
オ
Ｑ
寿
Ｐ
｝
ら
．
Ｈ
Ｌ
．
ミ
○
．
訳
書
、
三
〇
六
頁
）
。
だ
が
へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
も
、
こ
の
「
綜
合
」
の
内
的
構
造
を
ば

実
在
す
る
国
家
に
即
し
て
展
開
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
国
家
の
一
機
関
と
し
て
の
国
会
の
な
か
に
実
存
す
る
市
民
杜
会
の
契
機
を
指
摘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
同
一
性
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
え
た
と
私
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、

市
民
社
会
に
お
け
る
私
的
な
身
分
が
、
　
「
そ
れ
が
す
で
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、
…
…
政
治
的
意
義
と
政
治
的
活
動
と
を
え
る
」
（
『
法
哲

学
二
二
〇
三
節
）
こ
と
、
く
わ
し
く
い
え
ば
、
市
民
杜
会
に
お
け
る
「
実
体
的
関
係
に
も
と
づ
く
身
分
」
ｕ
土
地
所
有
者
身
分
が
第
一
院
　
　
国

会
そ
の
も
の
に
お
げ
る
「
君
主
権
の
契
機
」
　
　
を
（
三
〇
五
節
）
、
「
特
殊
な
欲
求
お
よ
び
そ
れ
を
媒
介
す
る
労
働
に
も
と
づ
く
身
分
」
Ｈ
実
業

身
分
が
代
議
制
に
よ
る
第
二
院
　
　
国
会
そ
の
も
の
に
お
げ
る
「
市
民
杜
会
の
契
機
」
　
　
を
（
三
〇
八
節
）
構
成
す
る
と
の
べ
て
、
　
「
た
だ
こ

の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
、
国
家
に
お
い
て
、
現
実
に
－
特
殊
的
な
る
も
の
が
普
遍
的
な
も
の
と
ほ
ん
と
・
）
に
結
び
っ
く
」
　
（
三
〇
三
節
）
と
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
へ
ー
ゲ
ル
の
腿
開
を
、
マ
ル
ク
ス
は
詳
細
に
検
討
・
批
判
し
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
に
ょ
れ
ば
、
市
民
杜
会
の
私
的
な

身
分
が
、
国
会
に
お
い
て
、
　
「
そ
れ
が
す
で
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
、
政
治
的
意
義
と
政
治
的
活
動
と
を
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
一

つ
の
形
答
矛
盾
」
　
（
室
弓
戸
２
．
ヂ
○
．
Ｌ
．
ミ
ト
、
、
ｔ
，
、
三
一
〇
頁
）
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
へ
－
ゲ
ル
自
身
、
　
「
市
民
牛
活
と
政
治
牛
活
と
を

相
互
に
ざ
り
は
な
し
、
そ
し
て
政
治
生
活
を
い
わ
ぼ
空
中
に
き
ず
ざ
お
げ
よ
う
と
す
る
…
一
般
に
流
布
し
て
い
る
衣
象
」
を
批
判
し
て
、
い
っ

て
い
る
、
　
「
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
理
諭
が
も
つ
表
象
の
う
ち
で
は
、
た
と
え
市
民
祉
会
の
諸
身
分
一
般
と
、
政
治
的
な
意
義
を
そ
な
え
た
諾
身
分

□
国
会
〕
と
が
、
た
が
い
に
遠
く
は
な
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
や
は
り
こ
の
こ
と
ば
「
○
Ｏ
暮
づ
（
テ
と
い
う
こ
と
ば
。
　
こ
れ
に
は
く
身
分
Ｖ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
〈
国
会
〉
の
二
義
が
あ
る
〕
は
、
以
前
に
は
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
両
者
の
合
一
を
な
お
も
保
持
し
て
ぎ
た
の
で
あ
る
」
と
（
『
法
哲
学
。
二
二

●
三
節
注
釈
。
傍
点
は
引
川
者
）
。
こ
こ
に
へ
－
ゲ
ル
が
い
う
と
お
り
、
市
民
杜
会
の
身
分
と
政
治
的
身
分
と
の
同
一
性
は
、
　
「
以
前
に
は
た
し
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
に
存
在
し
て
い
た
」
も
の
で
お
り
、
近
代
国
家
に
、
お
い
て
は
す
で
に
存
在
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
　
（
く
ｏ
ｑ
一
．
岩
胃
戸
ｐ
ｐ
Ｐ
Ｌ
．
Ｎ
べ
ｍ
・
訳

書
、
三
一
一
頁
）
。
　
木
の
へ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
に
評
注
を
く
わ
え
て
マ
ル
ク
ス
は
い
う
、
　
「
へ
ー
ゲ
ル
の
同
一
性
の
最
高
峰
は
、
か
れ
が
自
分
で
告

巾
し
て
い
る
よ
う
に
、
巾
世
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
市
民
杜
会
の
諸
身
分
一
般
と
政
治
的
な
意
義
を
そ
な
え
た
諸
身
分
と
は
、
同
一
で
あ

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
巾
世
の
精
神
を
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
、
　
　
市
民
杜
会
が
政
治
約
杜
会
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
っ
ま
り
桁
民

杜
会
の
有
機
的
な
豚
理
が
国
家
の
原
理
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
市
民
杜
会
の
諸
身
分
と
政
治
的
な
意
味
で
の
諸
身
分
と
は
同
一
で
あ
っ
た
、
と
」

（
同
上
）
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
私
的
身
分
と
政
治
的
身
分
と
の
同
一
性
を
論
拠
と
し
て
、
近
代
国
家
に
お
げ
る
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
の
「
媒
介

機
関
」
と
へ
ー
ゲ
ル
が
規
定
し
た
因
会
は
、
現
実
に
は
む
し
ろ
逆
に
、
　
「
因
家
と
市
民
杜
会
と
の
定
立
さ
れ
た
矛
爪
宗
Ｈ
Ｏ
ｑ
易
卑
Ｎ
箒
≠
、
こ
實
．

。
ｎ
勺
；
Ｏ
プ
」
で
あ
り
、
　
「
こ
の
矛
肝
の
解
決
の
要
求
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
２
・
２
．
○
二
。
ｎ
・
ミ
○
．
沢
蒋
、
三
●
六
頁
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
回
　
同
家
と
市
民
杜
会
の
分
裂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
－
－
〈
槻
実
的
堆
念
〉
の
立
場
と
〈
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
〉
の
主
張

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
わ
れ
わ
れ
は
、
　
〈
媒
介
の
体
系
〉
と
し
て
の
へ
ー
ゲ
ル
国
家
哲
学
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
を
あ
と
づ

け
て
、
ン
、
こ
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
叙
述
を
旧
心
弁
的
な
体
系
構
成
と
ン
、
れ
に
も
と
づ
く
仰
秘
化
的
繍
班
構
造
か
ら
と

き
ほ
ぐ
し
、
近
代
的
状
態
と
ン
、
の
閉
魎
性
の
「
実
証
主
義
的
」
反
映
を
え
ぐ
り
だ
し
た
の
を
み
た
。
近
代
灼
状
態
と
そ
こ
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

閉
魎
性
－
↓
／
、
れ
は
、
単
的
「
ト
い
え
ぱ
、
近
代
「
ト
お
け
る
旧
宋
と
布
民
礼
会
と
の
分
裂
で
あ
り
、
政
治
小
沽
－
、
し
市
～
上
沽
、
公
民

○
ぎ
Ｋ
雪
と
市
民
望
お
胃
と
の
分
裂
で
あ
る
。
　
し
か
も
こ
の
〈
分
裂
〉
は
、
　
〈
極
に
ま
で
お
し
す
す
め
ら
れ
た
岨
実
的
な
対
止
〉

と
し
て
、
し
た
が
っ
て
〈
矛
盾
〉
と
し
て
、
現
存
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
事
態
の
確
認
が
、
マ
ル
ク
ス
の
学
的
思
惟
の
出
発
点
で
あ
る
。
か
れ
が
へ
ー
ゲ
ル
国
家
哲
学
の
批
判
を
媒
介
と
し
て
白
己
Ｏ

　
　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
（
二
八
一
）
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一
三
〇
　
（
二
八
二
）

独
自
的
課
題
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
は
、
こ
の
「
現
象
の
矛
盾
」
の
根
底
に
横
た
わ
る
「
ヨ
リ
深
い
も
の
、
本
質
的
な
矛
盾
」
を
把

握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
存
す
る
矛
盾
を
ば
、
た
だ
存
在
す
る
も
の
と
し
て
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
矛
盾
の

本
質
を
、
し
た
が
っ
て
此
岸
的
諸
関
係
そ
れ
自
体
の
内
的
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
現
象
の
矛
盾

を
つ
ね
に
理
念
に
お
け
る
統
一
に
還
元
し
て
安
ら
っ
て
い
る
へ
ー
ゲ
ル
と
、
こ
れ
と
は
「
ま
っ
た
く
反
対
ｒ
、
…
い
た
る
と
こ
ろ

に
矛
盾
を
発
見
す
る
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
「
通
俗
的
な
批
判
」
き
宥
竿
¢
穴
ま
岸
と
の
両
者
を
、
　
い
ず
れ
も
「
誤
謬
」
と
し
て

　
（
１
）

退
け
て
、
　
「
真
の
批
判
」
の
原
理
的
立
場
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
う
ち
だ
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
「
現
代
の
国
家
制
度
の
真
に
哲
学
的
な
批
判
は
、
矛
盾
を
た
だ
現
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
し
め
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
解
明

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

ｇ
区
掌
ｇ
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
発
生
ｏ
ｇ
雷
オ
を
、
そ
の
必
然
性
を
、
概
念
的
に
把
握
げ
品
ｈ
黒
雪
す
る
。
そ
れ
は
、
矛
盾
を
そ

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
に
固
有
な
９
ｏ
ｑ
９
昌
邑
庁
プ
意
義
に
お
い
て
と
ら
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
い
う
概
念
的
把
握
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
考
え
た
よ
う
に

論
理
的
概
念
の
諸
規
定
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
再
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
固
有
の
対
象
の
固
有
の
論
理
を
把
握
す
る
こ
と
な
の
で

　
（
２
）

あ
る
」
。

　
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
に
く
へ
ー
ゲ
ル
的
理
念
の
唯
物
論
的
転
倒
Ｖ
の
道
を
歩
ま
ん
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
学
的
思
惟
の
出
発

点
の
論
理
構
造
が
、
み
ご
と
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
の
を
看
取
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

よ
う
に
「
論
理
的
概
念
」
が
主
語
で
は
な
く
、
対
象
的
実
在
こ
そ
が
真
の
主
語
で
あ
る
。
だ
が
対
象
的
実
在
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
姿

で
、
し
た
が
っ
て
そ
の
感
性
的
定
有
に
お
い
て
た
だ
ち
に
珊
性
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
近
代
国
家
、
近
代
杜
会
の
実
在
的
閑

係
は
、
　
「
矛
盾
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
「
矛
肝
の
解
決
の
要
求
」
と
し
て
実
存
す
る
。
こ
の
矛
盾
の
解
決
を
実
硯
し
う
る
よ
う
な

「
典
○
哲
学
的
批
判
」
、
実
践
的
な
学
的
認
識
は
、
対
象
的
定
有
ン
、
の
も
の
に
即
し
つ
つ
、
ン
、
れ
を
「
ン
、
の
発
火
と
必
然
性
」
と
に

＾

■



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

お
い
て
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
対
象
的
実
在
を
ば
そ
の
定
有
と
実
在
的
概
念
と
の
統
一
に
お
い
て
把
握
す
る

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
、
と
す
る
の
が
、
マ
ル
ク
ス
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
対
象
的
実
在
そ
の
も
の
を
、
定
有
と
概
念
と
の
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
お
い
て
自
己
運
動
す
る
実
体
、
し
た
が
っ
て
へ
ー
ゲ
ル
的
〈
理
念
〉
の
唯
物
論
的
転
倒
に
お
い
て
成
立
す
べ
き
〈
現
実
的
理
念
〉

と
み
な
す
立
場
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
な
し
う
る
主
張
で
あ
ろ
う
。
だ
が
マ
ル
ク
ス
の
い
う
〈
概
念
〉
は
、
　
「
固
有
の
対
象
の
固
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、

論
理
」
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
の
把
握
は
、
ど
こ
ま
で
も
実
在
的
定
有
に
即
し
つ
つ
、
悟
性
的
分
析
を
つ
う

い
む
、
そ
の
定
有
形
態
の
否
定
に
お
い
て
は
じ
め
て
達
せ
ら
れ
う
る
は
ず
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
（
１
）
　
＜
ｏ
ｑ
一
・
曽
胃
×
＼
向
箏
ｏ
ｑ
¢
７
オ
薯
ぎ
一
籟
ら
．
ゴ
。
。
．
８
◎
・
前
掲
訳
書
、
三
三
三
頁
。

　
（
２
）
　
Ｐ
９
・
○
二
９
ｏ
邑
ｐ
・
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

　
で
は
・
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
〈
現
実
的
理
念
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
い
っ
た
い
な
に
で
あ
ろ
う
か
。
　
、
１
、
れ
は
、
　
か
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

「
因
家
制
度
の
現
実
的
な
根
拠
」
あ
る
い
は
「
国
家
の
現
実
的
な
原
理
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
「
現
実
的
な
人
間
」
ら
、
、
乏
、
斤
．

ビ
Ｏ
訂
く
¢
易
争
、
　
「
現
実
的
な
人
民
」
ｑ
轟
ま
『
彗
Ｏ
訂
く
◎
寿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
い
う
「
現
実
的
な
人
問
」
と
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
・
近
代
杜
会
に
実
存
す
る
原
子
論
的
個
人
と
し
て
の
実
在
的
な
人
間
そ
の
も
の
を
さ
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
現

実
的
な
人
問
」
の
一
実
存
形
態
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
把
握
に
し
た
が
え
ば
、
も
と
も
と
人
間
と
は
、
白
己
の
特
殊
的

実
存
が
白
己
の
普
遍
的
本
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
自
已
の
特
殊
的
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
普
遍
性
を
確
証
す
る
よ
う
な

存
在
・
い
い
か
え
れ
ば
、
普
遍
性
と
特
殊
性
と
の
同
一
性
、
実
存
と
本
質
と
の
統
一
と
し
て
現
実
性
の
論
理
構
造
に
あ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
に
お
け
る
人
問
は
、
当
然
な
が
ら
、
そ
の
普
遍
性
の
実
槻
と
し
て
の
共
同
体
○
、
昌
。
－
目
オ
、
。
。
。
目
な
い
し

は
類
○
箒
巨
畠
と
の
自
己
同
一
性
を
木
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
〈
類
的
木
質
と
し
て
の
人
問
〉
　
と
よ

　
　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
（
二
八
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
一
二
　
（
二
八
四
）

ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
が
、
人
問
の
即
自
的
な
本
質
で
あ
り
、
人
間
の
〈
概
念
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
間
の
〈
概
念
〉
は
、
実
在
的
定
有
の
彼
岸
に
浮
漂
す
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
定
有
し
て
き
た
し
、
ま
た

定
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
　
げ
ん
に
、
　
「
家
族
や
市
民
杜
会
、
国
家
た
ど
」
は
、
　
「
人
間
の
杜
会
的
な
実
存
様
式
」
堅
Ｏ
。
・
Ｓ
邑
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

向
内
茸
９
ま
気
Ｏ
オ
彗
ｑ
窃
竃
０
富
９
彗
で
あ
り
、
　
「
人
問
の
本
質
の
実
現
、
客
観
化
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ

れ
ら
の
実
存
様
式
な
い
し
定
有
諸
形
態
は
、
か
な
ら
ず
し
も
つ
ね
に
人
問
の
概
念
の
ま
っ
た
き
実
現
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
人
問
は
、
そ
の
本
質
を
疎
外
さ
れ
た
も
の
と
し
て
実
存
し
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
現
実
的
な
理
念
と
し
て
の
類
的
人
問
の
自
已
分
裂
、
自
己
喪
失
が
、
近
代
市
民
杜
会
を
成
立
せ
し

め
て
い
る
根
拠
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
の
原
因
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
マ
ル
ク
ス
は
、
中
世
を
、
人
問
の
「
徹
底
し
た
疎
外
」
　
ｑ
冒
ｏ
冨
ｏ
蟹
～
試
向
暮
守
¢
昌
ｑ
；
ｏ
ｑ
の
時
代
と
特
徴
づ
け
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
中
世
に
お
い
て
は
人
問
の
私
的
生
活
と
公
的
生
活
と
は
直
接
的
に
同
一
で
あ
り
、
人
問
が
国
家
の
現
実
的
な
原
理
で
あ
っ
た
の

だ
が
、
し
か
し
そ
こ
で
は
こ
の
「
人
問
」
が
、
　
「
そ
の
普
遍
的
な
本
質
か
ら
分
裂
さ
せ
ら
れ
、
直
接
に
か
れ
の
規
定
性
と
合
致
す
る

　
（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

動
物
」
と
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
白
由
で
な
い
人
問
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
　
「
商
業
と
土
地
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
　
　
　
…

が
白
由
に
な
り
、
白
立
化
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
と
し
て
の
人
問
の
特
殊
性
の
契
機
が
独
立
し
た
実
存
に
達
し
、
人
間
の
経
験

的
・
実
在
的
な
生
活
で
あ
る
物
質
的
生
活
が
「
私
的
な
領
域
」
と
し
て
固
定
し
た
七
こ
ろ
に
成
立
し
た
の
が
、
近
代
市
民
杜
会
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
特
殊
約
・
私
的
た
領
域
の
抽
象
的
な
白
立
化
は
、
他
方
で
、
類
と
し
て
の
人
間
の
普
遍
的
・
公
的
契
機
の
お
な

じ
く
抽
象
的
な
白
立
化
を
ぱ
反
宥
的
に
定
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
元
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

「
人
民
の
定
有
の
企
体
」
と
し
て
あ
ろ
と
こ
ろ
Ｏ
「
因
宗
」
は
、
ン
、
れ
ｎ
身
は
な
ん
ら
の
内
宥
を
も
た
た
い
「
形
式
的
涛
遍
性
」
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
・
抽
象
的
一
悟
性
的
た
脈
浄
鮒
国
家
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
　
「
組
織
す
る
形
式
と
し
て
、
つ
ま
り
ヨ
リ
適
切
に
い
え
ば
、
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

規
定
し
、
制
限
し
、
と
き
に
は
肯
定
し
、
と
き
に
は
否
定
す
る
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
内
容
な
悟
性
」
と
し
て
実
存
し
て
い
る
。

そ
し
て
人
間
の
現
実
的
生
活
内
容
た
る
「
財
産
、
契
約
、
婚
姻
、
市
民
杜
会
は
、
こ
こ
で
は
政
治
的
国
家
と
相
並
ん
だ
特
殊
な
定
有

　
　
　
　
　
　
（
９
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

様
式
と
し
て
現
象
」
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
政
治
的
国
家
そ
れ
自
体
も
、
人
間
の
一
個
の
特
殊
な
定
有
様
式
以
上
の
も
の
で
は

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
国
家
が
、
市
民
杜
会
を
自
己
の
も
と
に
包
摂
し
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、

「
国
家
は
、
そ
れ
が
現
実
に
支
配
す
る
こ
と
な
く
、
す
な
わ
ち
他
の
非
政
治
的
な
領
域
の
内
容
を
実
質
的
に
み
た
す
こ
と
な
く
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｎ
）

れ
で
い
て
な
お
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
こ
ろ
に
、
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
が
「
対
立
」
と
し
て
現
象
せ
ざ
る
を
え
な
い
ゆ

え
ん
が
あ
る
。

　
こ
う
し
て
近
代
に
お
い
て
は
、
類
的
人
問
の
本
質
そ
の
も
の
に
お
け
る
対
立
的
な
構
造
の
対
象
化
と
し
て
、
実
在
的
定
有
世
界
そ

れ
自
体
が
分
裂
し
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
私
的
な
本
質
を
も
つ
特
殊
性
の
領
域
と
し
て
の
市
民
杜
会
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

こ
れ
は
、
実
在
的
人
問
の
「
現
実
的
・
経
験
的
な
現
実
性
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
実
在
世
界
そ
の
も
の
の
内
部
で
の
「
地
上
的
定

（
１
２
）

有
」
３
。
・
一
ま
ぎ
ぎ
Ｏ
轟
０
ぎ
と
し
て
実
存
す
る
。
他
方
で
、
公
的
な
本
質
を
も
つ
普
遍
性
の
領
域
と
し
て
の
政
治
的
国
家
。
　
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乃
）

は
、
実
在
世
界
そ
○
も
Ｏ
の
内
部
で
の
「
彼
岸
的
定
有
」
Ｏ
富
有
富
¢
一
慕
ｏ
Ｕ
富
ｏ
ヲ
、
　
「
宗
教
的
な
領
域
」
で
あ
り
、
　
「
市
民
的
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

存
と
は
な
ん
ら
の
共
通
性
も
も
た
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
に
直
接
に
対
立
」
し
て
実
存
し
て
い
る
。
、
／
、
し
て
、
こ
の
「
政
治
的
因
家
、
こ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

う
彼
岸
的
定
有
は
、
特
殊
な
諸
領
域
ン
、
れ
白
身
の
疎
外
の
確
認
に
ほ
か
た
ら
な
い
」
。
　
し
た
が
っ
て
、
類
的
本
質
と
し
て
の
人
問
、
Ｏ

白
己
自
身
か
ら
の
疎
外
は
、
近
代
杜
会
に
お
い
て
は
、
ン
、
れ
ぞ
れ
ン
、
れ
自
体
白
己
疎
外
的
な
二
つ
の
領
域
○
分
裂
と
し
て
現
象
し
、

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
領
域
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
相
互
に
疎
外
し
あ
い
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
・
　
　
　
〈
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
慨
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
（
二
八
五
）



、
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
　
（
二
八
六
）

　
（
１
）
　
く
ｏ
ｑ
－
．
旨
胃
×
＼
向
品
¢
７
オ
ｏ
寿
〇
一
吋
Ｐ
一
Ｎ
．
吋
二
・
轟
Ｈ
Ｌ
・
轟
ｏ
．
Ｌ
・
旨
ｏ
◎
Ｌ
・
畠
Ｐ
豪
手
前
掲
訳
書
、
二
六
三
頁
、
　
二
六
六
頁
、
二
五

　
　
〇
頁
、
二
九
四
頁
、
そ
の
他
。

　
（
２
）
　
く
ｏ
ｑ
－
・
苧
２
．
○
二
。
。
・
匿
Ｈ
・
前
掲
訳
書
、
二
七
四
頁
。

　
（
３
）
　
Ｐ
Ｐ
○
二
。
。
・
轟
ｃ
。
．
前
掲
訳
書
、
二
六
六
頁
。

　
（
４
）
　
申
中
○
二
。
。
．
Ｎ
０
◎
ｍ
．
前
掲
訳
書
、
三
二
二
頁
。

　
（
５
）
　
串
Ｐ
○
二
。
。
・
轟
ｃ
。
・
前
掲
訳
書
、
二
六
六
頁
。

　
（
６
）
　
ｐ
・
冒
○
二
亭
昌
ら
苧
前
掲
訳
書
、
二
六
五
頁
。

　
（
７
）
　
く
ｏ
ｑ
一
．
Ｐ
ｐ
・
○
二
。
。
・
Ｎ
０
。
ド
前
掲
訳
書
、
三
一
九
頁
。

　
（
８
）
　
Ｐ
Ｐ
○
二
。
。
・
轟
ド
前
掲
訳
書
、
二
六
四
頁
。

　
（
９
）
　
２
・
Ｐ
○
二
｝
竃
ｏ
Ｐ
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

　
（
１
０
）
　
Ｐ
牢
○
二
｝
彗
穿
．
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

　
（
ｕ
）
　
ｐ
ｐ
○
二
。
。
・
Ｎ
０
◎
Ｈ
・
前
掲
訳
書
、
三
一
八
頁
。

　
（
１
２
）
　
申
Ｐ
○
二
。
・
．
轟
ｏ
◎
．
前
掲
訳
書
、
二
六
五
頁
。

　
（
１
３
）
　
ｐ
．
Ｐ
○
二
｝
ｏ
邑
中
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

　
（
１
４
）
　
Ｐ
ｐ
・
○
二
。
。
．
Ｎ
０
◎
Ｈ
・
前
掲
訳
書
、
三
一
七
頁
。

　
（
１
５
）
　
Ｐ
Ｐ
○
・
一
。
。
・
８
ｏ
。
・
前
掲
訳
書
、
二
六
五
頁
。

　
近
代
世
界
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
疎
外
的
な
構
造
は
、
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
止
揚
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
止
揚
の
方
向
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
は
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ン
、
れ
は
、
類
的

木
質
と
し
て
の
人
問
が
、
実
在
的
定
有
に
お
い
て
白
己
を
実
塊
す
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
岨
実
的
人
問
が
あ
る
が
ま
ま
で
特
殊

性
即
普
遍
性
と
し
て
の
絶
対
的
普
遍
性
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
問
の
定
布
様
式
を
マ
ル
ク
ス
は
、
、
国
法
論
批

判
』
に
お
い
て
は
〈
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
〉
Ｕ
彗
ざ
斤
ｓ
饒
ｏ
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
か
れ
は
、
　
『
法
哲
学
』
二
七
九



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

節
の
注
釈
を
検
討
し
て
い
る
箇
所
で
、
近
代
に
淳
る
人
民
生
活
の
疎
外
の
「
完
棄
表
現
一
で
あ
る
「
卓
制
一
竃
。
旨
、
、
。
巨
。
と
、

「
こ
の
疎
外
の
領
域
の
内
部
で
の
疎
外
の
否
定
一
に
す
ぎ
き
「
共
和
控
雲
毒
に
た
い
し
て
一
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
↓
を
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

比
さ
せ
て
二
っ
て
い
る
・
「
奮
ゆ
る
乱
家
形
態
は
、
そ
苫
の
真
理
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
ー
竃
つ
一
と
。
そ
し
て
こ
の
〈
デ

モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
〉
を
規
定
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ー
１
は
・
奮
ゆ
る
国
家
制
度
青
一
馨
曇
二
解
か
れ
た
謎
で
あ
る
。
…
で
は
国
家
制
度
は
、
即
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、

宇
な
わ
ち
本
質
に
き
て
の
菱
享
、
そ
の
宗
、
現
実
性
に
き
て
も
、
そ
の
現
実
的
藁
拠
で
雲
現
実
碧
人
問
、
現

需
た
貯
一
つ
ね
に
つ
れ
も
ど
さ
れ
、
そ
し
て
現
実
的
文
崇
家
む
つ
く
つ
た
も
の
と
し
て
定
立
完
る
。
国
家
制
度
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
れ
が
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
、
す
奪
ち
人
問
の
自
寒
産
物
と
し
て
奮
わ
れ
る
。
…
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
、
は
す
べ
て
の

酢
恥
朴
跡
か
か
野
で
あ
り
、
粋
於
か
国
家
制
度
と
し
て
は
杜
会
化
さ
れ
た
人
間
｛
胃
。
。
。
、
一
、
－
。
。
一
。
、
↓
、
く
。
。
。
。
。
｝
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ち
よ
う
ど
類
ｏ
牡
ｇ
馬
が
種
ト
ヰ
に
関
係
す
る
よ
う
に
他
の
国
家
制
度
に
関
係
す
る
。
ち
が
う
と
こ
ろ
は
た
だ
、
こ
こ
で
は
類
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

昔
身
が
実
存
と
し
て
奮
わ
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
本
質
に
対
応
し
な
い
荒
こ
れ
の
実
だ
た
い
し
て
は
、
み
ず
か
ら
特
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

か
種
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。
…
－
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
ー
に
お
い
て
は
、
形
式
的
な
原
理
が
同
時
に
実
質
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

原
理
で
あ
る
・
そ
れ
ゆ
え
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
が
は
じ
め
て
、
普
遍
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
真
の
統
一
な
の
で
あ
る
」
。

　
こ
う
し
て
〈
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
〉
に
お
い
て
は
、
国
家
は
、
特
殊
な
国
宋
制
度
と
し
て
は
た
ん
に
特
殊
な
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま

り
・
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
は
現
実
的
に
普
遍
的
董
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
マ
ル
ク
ス
は
、
「
真
の
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
と
お
い

て
は
伽
愉
帥
町
於
伽
伽
浄
；
箒
鳥
｝
竃
か
か
、
と
と
ら
え
た
」
近
代
の
フ
ラ
ソ
ス
人
は
、
「
正
し
い
」
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ

吃
し
た
が
っ
て
・
奮
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
…
で
一
ル
ク
ス
の
主
張
す
る
〈
テ
モ
ク
ラ
テ
イ
ー
〉
は
、
こ
と
ば
の

　
　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
一
二
一
一
細
見
一
　
　
　
　
　
　
　
　
；
一
五
一
二
八
七
一



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
．
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六
　
（
二
八
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

ま
っ
た
き
意
味
に
お
け
る
　
　
「
す
べ
て
の
契
機
が
現
実
に
全
テ
モ
ス
の
契
機
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
　
　
〈
民
主
主
義
〉
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
り
、
そ
れ
は
政
治
的
契
機
と
市
氏
的
契
機
と
の
分
裂
を
共
通
の
特
質
と
す
る
近
代
国
家
一
般
の
止
揚
さ
る
べ
き
方
向
を
原
理
的
に

し
め
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
マ
ル
ク
ス
は
、
　
「
君
主
制
と
共
和
制
と
の
あ
い
だ
の
闘
争
は
、
そ
れ
自
体

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ま
だ
抽
象
的
な
国
家
の
内
部
に
お
け
る
闘
争
で
あ
る
。
政
治
的
共
和
制
は
、
抽
象
的
な
国
家
形
態
の
内
部
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ

　
　
　
（
７
）

１
で
あ
る
」
と
の
べ
て
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
革
命
お
よ
び
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
民
主
主
義
の
基
本
的
な
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
・

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

く
ｏ
ｑ
－
．
ン
５
Ｈ
＊
＼
■
目
ｏ
ｑ
ｇ
ｏ
・
一
／
く
實
庁
９
吋
ｐ
ガ
ｏ
。
．
Ｎ
ｃ
ｏ
ｃ
ｏ
．

く
ｏ
ｑ
－
・
ｐ
ｐ
○
二
ｇ
竃
ｑ
串
前
掲
訳
書
、
同
頁
。

ｐ
・
ｐ
○
・
Ｌ
・
８
Ｎ
・
前
掲
訳
書
、
二
六
四
頁
。

ｐ
・
ｐ
○
・
Ｌ
・
畠
Ｈ
．
前
掲
訳
書
、
二
六
三
頁
。

く
ｏ
ｑ
一
・
芦
２
・
Ｃ
二
・
。
・
轟
Ｎ
・
前
掲
訳
書
、
二
六
四
頁
。

Ｐ
・
２
・
○
・
二
・
８
０
．
前
掲
訳
書
、
二
六
二
頁
。

ｐ
９
・
○
二
。
。
・
轟
ド
前
掲
訳
書
、
二
六
四
頁
。

前
掲
訳
書
、
二
六
五
頁
。

　
さ
て
、
以
上
に
考
察
し
た
マ
ル
ク
ス
の
、
近
代
国
家
・
祉
会
把
握
と
く
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
ー
Ｖ
の
主
張
の
論
理
を
ふ
り
か
え
っ
て
要

約
す
れ
ぱ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
は
、
へ
ー
ゲ
ル
一
、
法
哲
学
』
○
批
判
的
検
討
を

っ
、
、
じ
て
、
近
代
世
界
に
お
け
る
一
般
的
な
問
題
性
を
ば
政
治
的
国
家
と
市
民
礼
会
と
の
分
裂
の
事
実
の
う
ち
に
確
認
し
た
・
そ
し

て
こ
の
荻
実
を
か
れ
は
「
現
象
に
お
け
る
矛
盾
」
と
特
徴
づ
け
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
ン
、
の
「
発
生
と
必
然
性
」
を
追
究
し
て
、
類

的
本
皿
と
し
て
の
現
実
的
人
問
の
自
己
自
身
に
お
け
る
矛
盾
Ｈ
自
己
疎
外
に
、
近
代
世
界
の
「
本
質
的
な
矛
肝
」
を
み
い
だ
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

で
あ
一
り
。
思
惚
の
こ
の
巡
秋
は
分
析
的
で
あ
り
、
い
わ
ぱ
「
下
向
」
の
あ
ゆ
み
と
も
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
本



質
的
な
矛
盾
」
を
エ
レ
メ
ソ
ト
と
し
て
、
そ
の
諸
契
機
の
演
緯
に
お
い
て
実
在
的
諸
関
係
が
再
把
握
さ
れ
る
（
－
「
上
向
」
的
思
惟
）

と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
、
　
「
固
有
の
対
象
の
固
有
の
論
理
」
の
解
明
と
し
て
の
「
概
念
的
把
握
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
概
念
的
把
握
は
お
の
ず
か
ら
、
実
在
的
諸
矛
盾
の
止
揚
の
方
向
（
こ
こ
で
は
、
〈
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
ー
Ｖ
）
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
分
析
的
な
思
惟
に
よ
る
本
質
的
な
矛
盾
の
把
握
は
、
実
在
世
界
の
運
動
の
本
質
的
な
諸
契
機
と
諸
関
係
を
解
明
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
・
同
時
に
そ
の
矛
盾
が
止
揚
さ
る
べ
き
方
向
を
構
想
す
る
こ
と
を
当
然
結
果
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
綜

合
的
思
惟
に
よ
る
対
象
的
諸
関
係
の
論
理
的
演
緯
は
、
実
在
的
諸
矛
盾
を
止
揚
す
る
た
め
の
現
実
的
な
論
理
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。

　
『
へ
－
ゲ
ル
国
法
論
批
判
』
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
思
惟
の
構
造
が
、
右
の
よ
う
な
も
の
、
な
い
し
は
す
く
な
く
と
も
右
の
よ
う

な
志
向
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
、
分
析
と
綜
合
、
下
向
と
上
向
の
統
一
と
し
て
円
環
的
な
、
プ
ル
ク
ス
に
固
有

の
学
的
思
惟
１
１
唯
物
論
的
な
概
念
的
把
握
の
方
法
が
、
枠
組
み
と
し
て
は
成
立
し
て
い
る
と
い
い
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の

こ
と
が
マ
ル
ク
ス
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
か
れ
が
、
フ
ォ
ィ
ェ
ル
バ
ハ
の
感
性
的
人
間
観
を
う
け
い
れ
な
が
ら
も
そ
こ
に
と
ど
ま

ら
ず
、
へ
ー
ゲ
ル
の
抽
象
的
理
念
の
論
理
構
造
を
批
判
し
つ
つ
そ
れ
を
唯
物
論
的
に
転
倒
し
て
、
対
象
的
実
在
を
ば
現
実
的
な
理
念

の
白
己
運
動
と
み
る
立
場
に
た
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
か
か
げ
て
い
る
〈
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
〉
の
主
張
は
、
な
お
抽
象
的
．
一
般
的
な
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
市
民
杜
会
と
国
家
と
が
分
裂
し
て
い
る
近
代
的
状
態
が
、
ど
の
よ
う
に
止
揚
さ
れ

て
〈
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
〉
に
到
達
す
べ
き
な
以
か
、
ま
た
到
達
し
う
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
は
な
ん
ら
具
体
的
な
叙
述

を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
か
れ
が
の
べ
て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
、
　
「
新
し
い
困
家
制
度
を
樹
立
す
る

　
　
　
　
く
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
，
一
七
　
（
二
八
九
）



ｏ

　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
八
　
（
二
九
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

た
め
に
は
、
つ
れ
に
本
式
の
革
命
｛
睾
邑
庁
訂
零
き
巨
一
昌
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
的

に
い
っ
て
、
実
在
的
世
界
の
諸
矛
盾
が
止
揚
さ
る
べ
き
方
向
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
つ
ね
に
観
念
的
な
ヴ
ィ
ジ
ヨ
ソ
に
と

ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
つ
ね
に
抽
象
的
な
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
対
象
的
実
在
に
た
い
す
る
一
定
の
認
識

に
も
と
づ
い
て
反
省
的
に
未
来
に
投
影
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
当
然
、
対
象
的
実
在
に
た
い
す
る
分
析
の
深
化
１
－
実
在
把

握
の
具
体
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ヨ
ソ
自
体
が
具
体
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
ヴ
ィ
ジ
ヨ
ソ
が
現
実
性
に
近
づ
く
と
と
も
に
、
他
方
、
実
在
的
矛
盾
を
止
揚

す
る
現
実
的
な
諸
契
機
が
、
対
象
的
実
在
そ
の
も
の
の
な
か
に
ま
す
ま
す
具
体
的
に
確
定
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
『
国
法
論
批
判
』
に
お
け
る
〈
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ー
〉
の
主
張
の
抽
象
性
は
、
ン
、
こ
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
の
、
近
代
国

家
・
近
代
杜
会
に
た
い
す
る
分
析
的
把
握
の
抽
象
性
に
よ
っ
て
必
然
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
の
エ
レ
メ
ソ
ト
を
類
的
本
質
と
し
て
の
人
問
の
自
已
自
身
に
お
け
る
矛
盾
に
み
い
だ
し
、
後
者

の
白
已
展
開
に
お
い
て
近
代
の
分
裂
的
状
態
を
把
握
し
た
こ
と
は
、
　
『
国
法
論
批
判
』
に
お
け
る
ブ
ル
ク
ス
の
大
き
な
成
果
で
あ
り
、

そ
れ
は
の
ち
の
展
開
の
枠
組
み
を
設
定
す
る
重
大
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
近
代
的
実
在
世
界
の
矛
盾
の
本
質
を

類
的
人
間
の
自
己
自
身
に
お
け
る
矛
盾
の
う
ち
に
確
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
対
象
分
析
と
し
て
は
な
お
不
十
分

で
あ
り
抽
象
的
で
あ
る
。
近
代
の
分
裂
的
状
態
に
お
い
て
政
治
的
国
家
、
人
民
の
公
的
生
活
が
、
対
象
的
実
在
ン
、
の
も
の
の
う
ち
に

お
け
る
「
彼
岸
的
定
有
」
を
な
し
、
人
民
生
活
の
「
現
実
的
・
経
験
的
な
現
実
性
」
は
市
民
杜
会
、
市
民
生
活
の
う
ち
に
ン
、
の
定
有

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
市
昂
杜
会
の
実
在
性
を
そ
れ
白
体
と
し
て
と
り
あ
げ
て
、
こ
れ
に
た
い
す
る
科
学
的
な
分

析
が
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
ン
、
し
て
こ
の
こ
と
が
遂
行
さ
れ
た
と
き
に
は
、
近
代
杜
会
に
お
け
る
本
質



的
な
矛
盾
が
い
っ
そ
う
具
体
的
な
規
定
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
房
に
推
測
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
Ｃ

　
近
代
国
家
の
止
揚
の
方
向
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
対
象
分
析
を
市
民
杜
会
の
領
域
に
お
い
て
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
　
　
こ
の
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
っ
き
り
と
白
覚
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
　
一
、
国
法
論
批
判
』
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

か
で
、
つ
ぎ
に
は
『
法
哲
学
』
の
「
市
民
杜
会
」
論
を
と
り
あ
げ
て
そ
れ
を
批
判
的
に
検
討
す
る
意
図
を
明
ホ
し
て
い
る
。
そ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

か
り
で
な
く
マ
ル
ク
ス
は
、
　
『
国
法
論
批
判
』
に
お
い
て
、
　
市
民
杜
会
の
身
分
区
別
Ｃ
Ｏ
旺
邑
Ｏ
旨
ａ
易
Ｏ
巨
＆
が
近
代
に
お
け
る
国

家
と
市
民
杜
会
と
の
分
裂
に
と
も
な
っ
て
、
中
世
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
斎
目
し
て
、
市
民

祉
会
分
析
の
具
体
的
な
い
と
ぐ
ち
を
つ
か
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
も
み
た
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
は
政
治
的
た
身
分
と
杜
会
的
な
身
分
と
は
、
直
接
に
同
一
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
た
い
し
て
近
代
は
、
　
「
商
業
と
土
地
所
有
の
白
立
化
」
の
過
程
を
基
因
と
し
て
、
　
「
政
治
的
な
諸
身
分
が
杜
会
的
な
諸
身
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

転
化
」
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
　
「
市
民
杜
会
の
諸
身
分
の
区
別
は
、
た
ん
に
杜
会
的
な
区
別
に
、
政
治
的
生
活
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

い
て
は
な
ん
ら
の
意
義
も
も
た
な
い
私
的
生
活
の
区
別
に
転
化
」
し
て
い
る
。
　
（
こ
の
「
転
化
」
は
、
マ
ル
ク
ス
に
・
よ
れ
ぱ
、
「
絶
対
王
制
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

に
お
い
て
は
じ
ま
り
、
「
フ
ラ
ソ
ス
革
命
」
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）
　
と
こ
ろ
で
こ
の
過
程
は
同
時
に
、
市
民
杜
会
の
身
分
区

別
そ
の
も
の
を
、
中
世
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
転
化
さ
せ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
ｏ
見
解
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の

点
で
き
わ
め
て
注
口
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
か
れ
が
、
近
代
市
民
礼
会
に
お
け
る
「
身
分
区
別
は
、
も
は
や
独
立
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

し
て
の
欲
望
ヤ
労
働
の
区
別
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
唯
一
の
普
遍
的
な
、
表
両
的
で
形
式
的
な
区
別
は
、
た
だ
、
都
市
と
農
村
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

の
区
別
だ
け
で
あ
る
」
と
と
ら
え
な
が
ら
、
し
か
し
「
杜
会
そ
の
も
の
の
内
部
で
は
、
恋
意
を
原
理
と
す
る
と
こ
ろ
の
動
的
な
、
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

定
的
で
な
い
諦
領
域
で
、
区
別
が
形
成
さ
れ
た
」
と
の
べ
て
、
ン
、
の
区
別
の
「
主
要
某
準
」
を
「
貨
幣
と
教
養
」
に
も
と
め
て
い
る

　
　
　
　
ハ
疎
外
さ
れ
た
労
働
Ｖ
の
概
念
（
二
）
　
（
細
見
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
　
（
二
九
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
九
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
つ
　
（
二
九
二
）

こ
と
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
Ｏ
点
は
一
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
、
　
「
無
所
有
の
人
六
、
直
接
的
な
労
働
に
た
ず
さ
わ
る
身
分
」
が
、
市
民
杜
会
か
ら

排
除
さ
れ
な
が
ら
そ
の
地
盤
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
、
洞
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

い
る
。
　
　
「
〔
近
代
市
民
杜
会
に
お
い
て
〕
特
徴
的
な
こ
と
は
、
無
所
有
の
人
六
、
お
よ
び
直
接
的
な
労
働
、
具
体
的
な
労
働
に
た

　
　
　
　
、
　
　
　
、

ず
さ
わ
る
身
分
ａ
¢
｝
霧
ぎ
一
８
拭
ぎ
岸
；
ｑ
叫
胃
ｃ
ｏ
冨
邑
～
撃
彗
昌
ま
¢
旨
｝
Ｈ
ｇ
声
｝
ｏ
汗
ｑ
實
ぎ
目
ざ
ｇ
ｏ
目
声
｝
ｏ
岸
が
、
市
民

杜
会
の
一
身
分
を
構
成
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
市
民
杜
会
の
諸
領
域
の
存
立
と
運
動
と
の
地
盤
団
◎
ｏ
昌
を
形
成
し
て
い

　
　
　
　
　
（
６
）

る
こ
と
で
あ
る
」
。

　
「
貨
幣
と
教
養
」
を
階
層
区
別
の
主
要
基
準
と
し
、
　
「
直
接
的
な
労
働
に
た
ず
さ
わ
る
無
所
有
の
人
六
」
を
地
盤
と
す
る
と
こ
ろ

に
近
代
市
民
礼
会
の
特
質
を
予
感
し
た
マ
ル
ク
ス
は
、
こ
の
認
識
を
手
が
か
り
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
市
民
杜
会
論
を
批
判
的
に
検
討

す
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
図
は
、
　
『
国
法
論
批
判
』
の
よ
う
な
直
接
的
な
『
法
哲
学
』
批
判
の
か
た
ち
で
は
果

さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
『
ユ
ダ
ヤ
人
間
題
に
よ
せ
て
』
　
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
、
序
説
』
を
へ
て
、
　
『
経
済
学
・
哲
学
予
稿
』

に
お
い
て
一
応
の
実
槻
を
み
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
（
１
）
　
ン
，
衰
＼
■
轟
ｏ
■
ク
、
ｏ
寿
９
■
Ｐ
ゴ
。
ｎ
．
Ｎ
８
・
前
掲
沢
仰
、
二
九
四
ｎ
。

　
（
２
）
　
！
、
ｏ
ｑ
－
．
ｐ
・
２
・
○
二
・
ｎ
．
心
ｏ
。
｛
一
；
ユ
。
。
・
Ｎ
０
．
９
伽
掲
氷
ハ
、
三
一
　
頁
お
よ
び
、
二
二
二
頁
。

　
（
３
）
　
！
、
ｏ
ｑ
－
．
２
．
ｐ
・
○
二
。
。
・
Ｎ
０
。
卜
前
掲
訳
詐
、
三
二
〇
頁
。

　
（
４
）
　
！
、
ｏ
ｑ
－
・
２
・
ｐ
・
○
二
。
ｎ
・
Ｎ
０
◎
ｏ
ｏ
｛
・
前
掲
訳
讐
、
同
頁
。

　
（
５
）
　
ノ
、
ｏ
ｑ
一
・
９
一
一
・
Ｐ
二
・
Ｎ
０
◎
｛
・
前
掲
訳
序
、
一
．
一
．
二
貝
、

　
（
６
）
・
；
．
（
）
二
｝
；
｝
．
前
掲
沢
｛
、
同
一
＾
。


